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令和７年２月７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和３年(ワ)第１８４７９号 損害賠償請求事件 

令和５年(ワ)第７０１３６号 使用差止め等反訴請求事件 

口頭弁論終結日 令和６年１０月１７日 

判     決 5 

  原 告 （ 反 訴 被 告 ） 株 式 会 社 ク リ ー ブ ラ ッ ツ 

   （以下「原告」という。） 

  同訴訟代理人弁護士 竹 澤 克 己 

   伊 達 雄 介 

   須 嵜 由 紀 10 

  被 告 （ 反 訴 原 告 ） 須 崎 市 

   （以下「被告」という。） 

  同訴訟代理人弁護士 中 田 祐 児 

   小 泉 博 嗣 

   島 尾 大 次 15 

   益 田 歩 美 

主 文 

１ 被告は、原告に対し、７８６万２３４７円及びこれに対する令和３年８月２

０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 20 

３ 被告の反訴請求をいずれも棄却する。 

４ 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを２分し、その１を原告の負担とし、そ

の余を被告の負担とする。 

５ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 25 

第１ 請求 



 

2 

 

１ 本訴請求 

  被告は、原告に対し、４３２３万５４５５円及びこれに対する令和３年８月

２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 反訴請求 

(1) 原告は、別紙原告著作物目録３記載の各写真若しくは別紙原告イラスト目5 

録記載の各イラストを付し又はこれらの外観を備えた別紙物品目録記載の物

品を頒布してはならない。 

(2) 原告は、別紙原告著作物目録２記載の着ぐるみ又はその複製物を用いて、

各種イベントを開催し又は広告宣伝若しくは販売促進活動を行ってはならな

い。 10 

(3) 原告は、別紙原告著作物目録２記載の着ぐるみ若しくはその複製物を撮影

した動画又は別紙原告イラスト目録記載の各イラストを使用したアニメーシ

ョンを放送し、自動公衆送信し、送信可能化し又は上映してはならない。 

(4) 原告は、別紙原告著作物目録３記載の各写真若しくは別紙原告イラスト目

録記載の各イラストを付し又はこれらの外観を備えた別紙物品目録記載の物15 

品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し又は電

気通信回線を通じて提供してはならない。 

(5) 原告は、各種イベントの企画・運営若しくは開催又は広告宣伝若しくは販

売促進活動において、別紙原告著作物目録２記載の着ぐるみ又はその複製物

を使用してはならない。 20 

(6) 原告は、別紙原告著作物目録３記載の各写真若しくは別紙原告イラスト目

録記載の各イラストを付し又はこれらの外観を備えた別紙物品目録記載の物

品を廃棄せよ。 

(7) 原告は、別紙原告著作物目録２記載の着ぐるみ及びその複製物を廃棄せよ。 

(8)ア 主位的請求 25 

原告は、被告に対し、２６９５万円並びにうち７７０万円に対する令和
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２年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員及びうち１９２

５万円に対する令和５年２月２８日から支払済みまで年３パーセントの割

合による金員を支払え。 

イ 予備的請求 

原告は、被告に対し、２０９０万円並びにうち１６５万円に対する令和5 

２年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員及びうち１９２

５万円に対する令和５年２月２８日から支払済みまで年３パーセントの割

合による金員を支払え。 

(9)ア 主位的請求 

原告は、被告に対し、２４５０万円並びにうち７００万円に対する令和10 

２年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員及びうち１７５

０万円に対する令和５年２月２８日から支払済みまで年３パーセントの割

合による金員を支払え。 

イ 予備的請求 

原告は、被告に対し、１９００万円並びにうち１５０万円に対する令和15 

２年３月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員及びうち１７５

０万円に対する令和５年２月２８日から支払済みまで年３パーセントの割

合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 20 

(1) 本訴事件 

本訴事件は、「ちぃたん☆」という名称のキャラクター（以下「キャラクタ

ーちぃたん」という。）を使用する原告が、被告に対し、被告による原告の取

引先への通知及び被告代表者による記者会見における発言等が、①不正競争

防止法（以下「不競法」という。）２条１項２１号所定の営業誹謗行為、②信25 

義則上の義務違反を理由とする不法行為及び③名誉毀損を理由とする不法行
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為に当たり、原告は、これらの行為によってキャラクターちぃたんに係る各

種活動を取り止めざるを得なくなり、出演料及びロイヤリティに係る逸失利

益合計１６９５万７３７９円、放送できなくなったアニメの制作費に係る損

害金１７２８万円、名誉毀損に係る損害金５００万円及び弁護士費用相当損

害金３９３万円の合計４３１６万７３７９円の損害を被ったとして、主位的5 

に民法７０９条、予備的に国家賠償法（以下「国賠法」という。）１条１項に

基づき、同額及びこれに対する令和３年８月２０日（不法行為後の日）から

支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法（以下「改正前民

法」という。）所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める（上記逸失

利益の支払請求は上記①を理由とする請求であり、上記アニメの制作費に係10 

る損害金の支払請求は上記①及び②を理由とする各請求の選択的併合、上記

名誉毀損に係る損害金の支払請求は上記①及び③を理由とする各請求の選択

的併合）事案である。 

なお、原告は、上記逸失利益に係る損害額を減縮したにもかかわらず、当

初の請求額を訂正しなかったため、請求の趣旨における請求額と請求原因と15 

して主張する損害額とは一致していない。 

(2) 反訴事件 

反訴事件は、「しんじょう君」という名称のキャラクター（以下「キャラク

ターしんじょう君」という。）を使用する被告が、原告に対し、 

ア 原告は、被告が著作権を有する別紙被告著作物目録１記載の著作物（以20 

下「しんじょう君オリジナル」という。）を翻案して別紙原告著作物目録１

記載の各イラスト（以下、総称して「ちぃたんオリジナル」という。）を制

作し、これに基づいて制作した別紙原告著作物目録３記載の各写真（以下、

総称して「ちぃたん着ぐるみ写真」という。）及び別紙原告イラスト目録記

載の各イラスト（以下、総称して「ちぃたんイラスト」という。）を付した25 

別紙物品目録記載の各物品（以下、総称して「ちぃたん物品」という。）を
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頒布したり、別紙原告著作物目録２記載の着ぐるみ（以下「ちぃたん着ぐ

るみ」という。）及びその複製物を用いたイベントの開催、動画の配信等を

したりしているところ、原告がちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ及

びちぃたん着ぐるみ写真を制作又は製作する行為は、しんじょう君オリジ

ナルに係る被告の翻案権を侵害するとともに、原告がちぃたんイラスト、5 

ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真を使用する行為は、二次的著

作物の利用に関する原著作者の権利として専有するちぃたんイラスト、ち

ぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真に係る被告の複製権、譲渡権、

公衆送信権及び上映権を侵害する 

イ 原告は、被告が有する別紙商標権目録記載の商標権（以下「本件被告商10 

標権」という。）に係る登録商標（以下「本件被告商標」という。）と類似

する写真、イラスト等を付したちぃたん物品を販売したり、ちぃたん着ぐ

るみ及びその複製物を用いたイベントの開催等をしたりしているところ、

この原告の行為は、本件被告商標権を侵害する 

ウ 原告は、被告の著名な商品等表示であり、かつ、商品等表示として需要15 

者の間に広く認識されているしんじょう君オリジナル、別紙被告著作物目

録２記載の着ぐるみ（以下「しんじょう君着ぐるみ」という。）、別紙被告

著作物目録３記載の各写真（以下、総称して「しんじょう君着ぐるみ写真」

という。）及び別紙被告イラスト目録記載の各イラスト（以下、総称して

「しんじょう君イラスト」という。）と類似するちぃたん物品を頒布したり、20 

ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を用いたイベントの開催等をしたりして

いるところ、この原告の行為は、不競法２条１項２号及び１号の不正競争

に該当する 

と主張して、以下の請求をする事案である。 

ア 著作権法１１２条１項に基づく差止請求 25 

(ｱ) ちぃたん物品の頒布の差止め（反訴請求に係る請求の趣旨(1)） 
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(ｲ) ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を用いてイベントを開催すること等

の差止め（同(2)） 

(ｳ) ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を撮影した動画又はちぃたんイラス

トを使用したアニメーションの放送、自動公衆送信、送信可能化及び上

映の差止め（同(3)） 5 

   イ 商標法３６条１項及び不競法３条１項に基づく差止請求 

(ｱ) ちぃたん物品の譲渡、引渡し、譲渡又は引渡しのための展示、輸出及

び電気通信回線を通じて提供することの差止め（同(4)） 

(ｲ) イベントの開催等において、ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を使用

することの差止め（同(5)） 10 

   ウ 著作権法１１２条２項、商標法３６条２項及び不競法３条２項に基づく

廃棄請求 

(ｱ) ちぃたん物品の廃棄（同(6)） 

(ｲ) ちぃたん着ぐるみ及びその複製物の廃棄（同(7)） 

   エ 不法行為に基づく損害賠償請求 15 

(ｱ) 主位的請求 

  平成３１年１月２０日から令和５年２月２８日までに生じた著作権法

１１４条２項、商標法３８条２項及び不競法５条２項により算定される

損害金２４５０万円及び弁護士費用相当損害金２４５万円の合計２６９

５万円並びにうち７７０万円（平成３１年１月２０日から令和２年３月20 

３１日までに生じた損害金）に対する令和２年３月３１日から支払済み

までの改正前民法所定年５分の割合による遅延損害金及びうち１９２５

万円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた損害金）

に対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３パーセン

トの割合による遅延損害金の支払（同(8)ア） 25 

(ｲ) 予備的請求 
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  令和元年１２月１５日から令和５年２月２８日までに生じた著作権法

１１４条２項、商標法３８条２項及び不競法５条２項により算定される

損害金１９００万円及び弁護士費用相当損害金１９０万円の合計２０９

０万円並びにうち１６５万円（令和元年１２月１５日から令和２年３月

３１日までに生じた損害金）に対する令和２年３月３１日から支払済み5 

までの改正前民法所定年５分の割合による遅延損害金及びうち１９２５

万円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた損害金）

に対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３パーセン

トの割合による遅延損害金の支払（同(8)イ） 

オ 不当利得返還請求権に基づく利得金支払請求 10 

(ｱ) 主位的請求 

  平成３１年１月２０日から令和５年２月２８日までに生じた利得金２

４５０万円並びにうち７００万円（平成３１年１月２０日から令和２年

３月３１日までに生じた利得金）に対する令和２年３月３１日から支払

済みまでの改正前民法所定年５分の割合による利息及びうち１７５０万15 

円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた利得金）に

対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３パーセント

の割合による利息の支払（同(9)ア） 

(ｲ) 予備的請求 

  令和元年１２月１５日から令和５年２月２８日までに生じた利得金１20 

９００万円並びにうち１５０万円（令和元年１２月１５日から令和２年

３月３１日までに生じた利得金）に対する令和２年３月３１日から支払

済みまでの改正前民法所定年５分の割合による利息及びうち１７５０万

円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた利得金）に

対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３パーセント25 

の割合による利息の支払（同(9)イ） 
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なお、前記エ及びオの各請求は、認容額が多くなるものについての認容を

求めるという条件付きの選択的併合である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠（以下、特記しな

い限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実） 

(1) 当事者 5 

ア(ｱ) 原告は、芸能事務所を運営する株式会社である。 

(ｲ) Ａⅰ（以下「Ａⅰ」という。）は、映像コンテンツ制作等を業とするジ

ェイワークス合同会社において番組制作プロデューサーとして稼働して

いる者であり、キャラクターちぃたんに関する被告とのやり取りに当た

って原告側の窓口を務めていた（甲１６、１１８、乙７１）。 10 

イ(ｱ) 被告は、高知県所在の普通地方公共団体である。 

被告の部署である元気創造課（以下「被告元気創造課」という。）は、

キャラクターしんじょう君に係る知的財産権の管理等を担当している。 

(ｲ) Ｂⅰ（以下「Ｂⅰ」という。）は、ご当地キャラ運営代行、ふるさと納

税業務代行事業等を業とする株式会社パンクチュアルの代表取締役であ15 

り、平成２９年ないし３０年当時、被告元気創造課の元気創造係に所属

し、主幹としてキャラクターしんじょう君の活動に携わっていた（甲１

７、乙２０３）。 

(ｳ) Ｃⅰ（以下「Ｃⅰ」という。）は、被告の副市長職にある者であり、平

成２９年ないし３０年当時、被告元気創造課の課長を務めていた（乙２20 

０４）。 

(2) キャラクターしんじょう君について 

ア 被告は、平成１４年頃から、ニホンカワウソをモデルにしたキャラクタ

ーしんじょう君をいわゆるマスコットキャラクターとして、地域振興や市

の広報活動に使用している。 25 

イ 被告は、平成２４年１１月頃、キャラクターしんじょう君の新たなデザ
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インを公募した。当該公募の際の募集要項には、応募作品の著作権その他

知的財産権に係る権利は被告に帰属する旨が定められていた。 

Ｄⅰ（以下「Ｄⅰ」という。）は、著作物であるしんじょう君オリジナル

を制作し、上記公募に応募した。 

被告は、平成２５年１月、キャラクターしんじょう君の新たなデザイン5 

として、しんじょう君オリジナルを選定し、上記募集要項の規定に基づき、

Ｄⅰからしんじょう君オリジナルに係る著作権を譲り受けた。 

ウ 被告は、平成２５年４月頃、しんじょう君オリジナルに基づき、著作物

であるしんじょう君着ぐるみを製作した。 

 また、被告は、同月以降、しんじょう君着ぐるみ及びその複製物に基づ10 

き、著作物であるしんじょう君着ぐるみ写真を撮影した。 

エ 被告は、平成２８年１０月７日、本件被告商標について商標登録出願を

し、平成２９年９月８日、本件被告商標権の設定登録を受けた。 

オ 被告は、キャラクターしんじょう君の新たなデザインとしてしんじょう

君オリジナルを選定して以降、キャラクターしんじょう君の各種イベント、15 

テレビ番組、テレビＣＭなどへの出演、しんじょう君着ぐるみ写真、しん

じょう君イラスト等を付した商品の販売許諾などを通じて、その知名度及

び人気の向上に努めた。その結果、キャラクターしんじょう君は、平成２

８年１１月、１４２１体のキャラクターが参加した「ゆるキャラグランプ

リ２０１６」においてグランプリに選出された。 20 

(3) キャラクターちぃたんについて 

ア 原告は、平成２９年４月１０日に出生したコツメカワウソを「ちぃたん

☆」と名付けて飼育し（以下、このコツメカワウソを「カワウソちぃたん」

という。）、チバテレ（千葉テレビ放送株式会社）において放送されていた

「カワウソちぃたん☆が行くホントの日本」と題する番組（日本全国各地25 

を訪れて各地の話題等を紹介するという教育番組で、毎週火曜日の午後９
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時５５分から午後１０時まで放送されていた。以下「本件番組」という。）

に、司会者として出演させていた（甲５ないし７、１１８）。 

イ 原告は、平成２９年９月頃から１１月頃にかけて、Ｄⅰに対し、カワウ

ソちぃたんの着ぐるみのデザインの制作を依頼し、Ｄⅰは、これを受けて、

ちぃたんオリジナルを制作した。 5 

原告は、同月２９日までに、ちぃたんオリジナルに基づき、ちぃたん着

ぐるみを製作した。 

原告は、同月頃以降、ちぃたん着ぐるみ又はその複製物に基づき、ちぃ

たん着ぐるみ写真を制作した。 

ウ 原告は、平成２９年１１月頃以降、ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を10 

撮影して制作した動画及びちぃたんオリジナルを複製して制作されたちぃ

たんイラストを使用したアニメーションを放送したり、ＹｏｕＴｕｂｅ等

を通じてインターネットで配信したり、イベント会場で上映したりしてい

る。 

また、ちぃたん着ぐるみは、イベントやＣＭにも出演している。 15 

エ 原告は、平成２９年１２月１８日及び平成３０年１１月１９日、別紙原

告著作物目録１記載１のイラスト及びその下部に配された「ちぃたん☆」

との文字から成る商標について、それぞれ指定商品等を異にする商標登録

出願（商願２０１７－１６５３７６及び同２０１８－１４３０２５）をし、

令和３年８月４日及び令和４年６月８日、各商標に係る商標権の設定登録20 

（商標登録第６４２４５８７号及び同第６５６８０９８号）を受けた（乙

１３３、１３５、１４７、１４８、１６２）。 

また、原告は、平成３０年７月１７日及び同年１１月１９日、ちぃたん

着ぐるみを正面から撮影した写真及びその下部に配された「Ｃｈｉｉｔａ

ｎ☆」との文字から成る商標について、それぞれ指定商品等を異にする商25 

標登録出願（商願２０１８－９１７２４及び同２０１８－１４３０２６）
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をし、令和３年８月４日及び令和４年６月８日、各商標に係る商標権の設

定登録（商標登録第６４２４５８８号及び同第６５６８０９９号）を受け

た（乙１３４、１３６、１４９、１６２）。 

(4) カワウソちぃたんの須崎市観光大使への委嘱及び解嘱 

被告は、平成３０年１月１８日、東京都内において須崎市観光大使委嘱式5 

を挙行し、カワウソちぃたんを須崎市観光大使に委嘱した。 

被告は、平成３１年１月１７日、カワウソちぃたんを須崎市観光大使から

解嘱した。 

(5) 被告による書面の送付等 

ア 原告に対する書面の送付 10 

被告は、原告に対し、平成３１年１月１９日到達の書面により、キャラ

クターちぃたんのイラスト、着ぐるみ等の表現物を自社ウェブサイト等に

掲載するなどの行為が著作権侵害及び不競法違反に該当するとして、当該

行為を直ちに中止するとともに、キャラクターちぃたんに係る表現物一切

をしんじょう君と全く異なるデザインに変更するよう求めた（以下「本件15 

被告通知」という。）。 

イ 第三者に対する書面の送付、定例記者会見における発言等（以下、これ

らの行為を総称して、「本件被告行為」という。） 

(ｱ) 被告は、株式会社フジテレビジョン（以下「フジテレビ」という。）及

び株式会社テレビ東京（以下「テレビ東京」という。）に対し、それぞれ20 

平成３１年１月３１日付けの書面（以下、それぞれ「フジテレビ宛書面」

及び「テレビ東京宛書面」という。）により、ちぃたん着ぐるみを番組に

出演させる行為は、しんじょう君に係る被告の著作権を侵害するなどと

して、ちぃたん着ぐるみの番組出演等を中止するよう申し入れた（以下、

それぞれ「フジテレビ宛書面送付行為」及び「テレビ東京宛書面送付行25 

為」という。）。 
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フジテレビ宛書面には、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号１の枝番

１ないし４の「原告の主張」「問題となる表現」欄の各表現が、テレビ東

京宛書面には、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号２の枝番１ないし４

の「原告の主張」「問題となる表現」欄の各表現が、それぞれ記載されて

いた。 5 

（以上、甲５２、５３） 

(ｲ) 被告は、平成３１年２月６日、被告代表者による定例記者会見に当た

り、資料（以下「本件定例会見資料」という。）及びスライド（以下「本

件定例会見スライド」という。）を配布した（以下、それぞれ「本件定例

会見資料配布行為」及び「本件定例会見スライド配布行為」という。）。10 

本件定例会見資料には、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号３の「原告

の主張」「問題となる表現」欄の表現が、本件定例会見スライドには、同

表の番号４の「原告の主張」「問題となる表現」欄の表現がそれぞれ記載

されていた。 

そして、被告代表者は、同日、定例記者会見において、別紙営業誹謗15 

行為主張対比表の番号５の枝番１及び２の「原告の主張」「問題となる表

現」欄の各表現を含む内容の発言をした（以下「本件定例会見発言行為」

という。甲８５）。 

(ｳ) 被告代表者は、平成３１年２月８日、後記(6)の原告の書面を受けて、

報道機関に対し、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号６の枝番１ないし20 

３並びに別紙名誉毀損行為主張対比表の番号６の枝番１及び３の「原告

の主張」「問題となる表現」欄の各表現が記載された書面（以下「本件報

道機関宛書面」という。）を送付した（以下「本件報道機関宛書面送付行

為」という。）。 

(ｴ) 被告代表者は、平成３１年２月１５日、報道機関に対し、別紙営業誹25 

謗行為主張対比表の番号７及び別紙名誉毀損行為主張対比表の番号７の
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「原告の主張」「問題となる表現」欄の各表現を含むコメントを発出した

（以下「本件コメント発出行為」という。甲８３、８４）。 

(6) 原告による書面の送付 

原告は、平成３１年２月８日、報道機関に対し、キャラクターちぃたんは

被告の担当者からデザイナーの紹介を受けて制作したものである上、被告か5 

らキャラクターちぃたんのデザインやちぃたん着ぐるみを他の企業が利用す

ることについての許可は不要との回答を得ていることから、キャラクターし

んじょう君に係る知的財産権を侵害するものではないとの見解を有している

旨記載した「ちぃたん☆に関するお知らせ」と題する書面（以下「本件原告

書面」という。）を送付した（甲５７）。 10 

(7) 本件訴訟に至る経緯 

ア 被告は、平成３１年２月１６日付けで、東京地方裁判所に、原告を債務

者として、原告が別紙原告著作物目録１記載１のイラスト及びちぃたん着

ぐるみを営業上の活動に使用することが、被告の著作権（翻案権、二次的

著作物の利用に関する原著作者の権利）及び商標権を侵害するとともに、15 

不競法２条１項１号及び２号の不正競争に当たると主張して、原告が上記

イラスト及びちぃたん着ぐるみを営業上の活動に使用することの差止めの

仮処分を求める申立てをした（平成３１年（ヨ）第２２０２２号。以下

「本件仮処分事件」という。）。 

     同裁判所は、令和元年９月２０日、被告が原告による別紙原告著作物目20 

録１記載１のイラスト及びちぃたん着ぐるみの使用について黙示の許諾を

していたと認められるなどとして、被告の上記申立てを却下する旨の決定

をした。 

    被告は、上記決定を不服として、知的財産高等裁判所に即時抗告したが

（令和元年(ラ)第１０００８号）、同裁判所は、同年１２月２５日、抗告を25 

棄却する旨の決定をし、その後、同決定は確定した。 
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（以上、甲１、２、弁論の全趣旨） 

イ 原告は、令和３年７月１５日、被告に対し、本件本訴を提起した。 

被告は、令和５年３月２３日、原告に対し、本件反訴を提起し、同年９

月４日、その反訴状に係る補正書が送達された（なお、反訴状は送達され

ていない。）。 5 

（以上、当裁判所に顕著な事実） 

３ 争点 

(1) 本訴事件 

ア 本件被告行為についての民法７０９条及び不競法２条１項２１号の適用

の可否（争点１） 10 

イ 不競法２条１項２１号所定の不正競争を理由とする損害賠償責任の有無

（争点２） 

(ｱ) 原告と被告との間の「競争関係」の有無（争点２－１） 

(ｲ) 「事実を告知し、又は流布する行為」に当たるか（争点２－２） 

(ｳ) 告知又は流布された事実が「虚偽」であるか（争点２－３） 15 

ａ キャラクターちぃたんに係る使用及び活動についての許諾の有無

（争点２－３－１） 

ｂ 許諾に係る錯誤無効の成否（争点２－３－２） 

ｃ 許諾に係る詐欺取消しの成否（争点２－３－３） 

ｄ 許諾に係る合意の解除の成否（争点２－３－４） 20 

(ｴ) 告知又は流布された事実が原告の「営業上の信用を害する」ものか

（争点２－４） 

(ｵ) 正当な権利行使として違法性が阻却されるか（争点２－５） 

ウ 信義則上の義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償責任の有無

（争点３） 25 

エ 名誉毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償責任の有無（争点４） 
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オ 被告の故意又は過失の有無（争点５） 

カ 原告の損害の有無及びその額（争点６） 

(2) 反訴事件 

ア 著作権侵害の成否（争点７） 

イ 商標権侵害の成否（争点８） 5 

ウ 不競法２条１項２号所定の不正競争の成否（争点９） 

エ 不競法２条１項１号所定の不正競争の成否（争点１０） 

(ｱ) 被告の商品等表示として周知なものか（争点１０－１） 

(ｲ) 被告の「営業と混同を生じさせる行為」であるか（争点１０－２） 

オ キャラクターちぃたんに係る使用及び活動についての許諾の有無（争点10 

１１） 

カ 許諾に係る錯誤無効の成否（争点１２） 

キ 許諾に係る詐欺取消しの成否（争点１３） 

ク 許諾に係る合意の解除の成否（争点１４） 

ケ 許諾に係る期間が満了したか（争点１５） 15 

コ 差止め等の必要性（争点１６） 

サ 不法行為に基づく損害賠償請求の当否（争点１７） 

(ｱ) 原告の故意又は過失の有無（争点１７－１） 

(ｲ) 被告の損害の有無及びその額（争点１７－２） 

シ 不当利得返還請求の当否（争点１８） 20 

４ 争点に関する当事者の主張 

(1) 争点１（本件被告行為についての民法７０９条及び不競法２条１項２１号の

適用の可否）について 

（原告の主張） 

ア 本件被告行為が国賠法１条１項所定の「公権力の行使」に当たらないこ25 

と 
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    本件被告行為は、純然たる私経済作用に属するキャラクターライセンス

事業に付随するものとして行われたものであり、同事業と一体を成すもの

として私経済作用に該当する行為に当たる。 

したがって、本件被告行為は、国賠法１条１項所定の「公権力の行使」

に当たらないから、これらについては、直接、民法及び不競法が適用され5 

る。 

イ 国賠法４条所定の「民法」に不競法が含まれること 

仮に、本件被告行為が国賠法１条１項所定の「公権力の行使」に当たる

としても、不競法は、民法の特則を規定した法律であって、国賠法４条所

定の「民法」に含まれるから、本件被告行為については、同条を介して、10 

民法及び不競法が適用される。 

（被告の主張） 

ア 本件被告行為が国賠法１条１項所定の「公権力の行使」に当たること 

本件被告行為は、純然たる私経済作用ではなく、また、国賠法２条の対

象となる公の営造物の設置・管理作用でもないから、同法１条１項所定の15 

「公権力の行使」に当たる。 

したがって、本件被告行為については、同項が適用される余地があると

しても、民法７０９条は適用されない。 

イ 不競法２条１項２１号は国賠法４条所定の「民法」に当たらないこと 

国賠法４条の趣旨は、①同法１条又は同法２条の適用を受ける分野につ20 

いて、同法の規定を適用するほか、同法に規定のない事項（損害賠償の範

囲、共同不法行為者の責任、過失相殺、消滅時効等）につき民法の規定を

適用すること、②国賠法１条又は同法２条の適用を受けない分野（いわゆ

る私経済作用）における国又は公共団体の損害賠償責任について、民法

（形式的意義における民法典に限らず、民法の附属法規（実質民法）をも25 

含む。）の不法行為の規定を適用することとするものと解される。 
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他方で、不競法は、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の

的確な実施を確保する」（同法１条）ことを目的とした法律であるから、そ

の適用範囲は、事業者等の競争の場面に限られる。同法２条１項２１号も、

「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は

流布する行為」を不正競争とするものであって、当然、事業者等が競争関5 

係にある場合に適用される条項である。また、不競法が、失火責任法、自

動車損害賠償保障法等のように、民法の不法行為に関する特定の規定の特

則を定めたものではないことに照らすと、不競法ひいては同法２条１項２

１号は、民法の不法行為に関する附属法規であるとはいえない。 

したがって、本件被告行為について、国賠法４条を介して、不競法２条10 

１項２１号が適用されるとはいえない。 

(2) 争点２－１（原告と被告との間の「競争関係」の有無）について 

（原告の主張） 

不競法２条１項２１号所定の「競争関係」にあるというためには、その需

要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる。 15 

被告は、キャラクターしんじょう君に関連する各種ライセンスを実施する

というキャラクターライセンス事業の主体として活動してきたところ、こう

した活動が被告の権能外のものであったということはあり得ない。そして、

原告の活動と、上記の被告の活動とは、キャラクター商品を販売する取引者

や最終需要者（一般消費者）が共通している。 20 

    したがって、原告と被告は、不競法２条１項２１号所定の「競争関係」に

ある。 

（被告の主張） 

被告は、地方公共団体であり、国家の統治機構の一つとして、統治の作用

としての事務一般等（地方自治法２条２項の事務）を処理する権能を有し、25 

現に同事務を処理している。本件被告行為も、純然たる私経済作用ではなく、
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公権力の行使として行ったものである。 

   これに対し、原告は、芸能事務所を運営する株式会社であり、営利企業と

して営利事業等に従事する一方で、地方公共団体ではないから、統治の作用

としての事務一般等（地方自治法２条２項の事務）を処理する権能を有して

おらず、現に同事務を処理していない。そして、原告は、キャラクターちぃ5 

たんに係る活動を純然たる私人としての経済活動として行っている。 

    このように、原告と被告は、法人としての基本的性格の差異に由来して、

それぞれの活動の場面と内容、性質とが異なるのであるから、不競法２条１

項２１号所定の「競争関係」にあるとはいえない。 

(3) 争点２－２（「事実を告知し、又は流布する行為」に当たるか）について 10 

（原告の主張） 

ア 別紙営業誹謗行為主張対比表の「原告の主張」「問題となる行為」欄記載

の各行為は、同「問題となる表現」欄記載の各表現により、同「告知又は

流布された事実」欄記載の各事実をそれぞれ告知又は流布するものである。 

イ 別紙営業誹謗行為主張対比表の「原告の主張」「区分」欄がＡのものは、15 

権利侵害警告が不競法２条１項２１号所定の虚偽の「事実」に当たるか否

かが問題となる場合であるところ、権利侵害の警告等においては、権利行

使の前提となる権利が存在しているか否かそれ自体が「事実」であって、

当該警告で指摘された権利侵害が成立しないときには、それ自体が虚偽の

「事実」に当たる。 20 

また、別紙営業誹謗行為主張対比表の「原告の主張」「区分」欄がＢのも

のは、発言内容や書面等の記載内容がまさに事実を摘示するものである。 

さらに、別紙営業誹謗行為主張対比表の「原告の主張」「区分」欄がＣの

ものは、キャラクターちぃたんが制作された背景事情をあえて省いて説明

することにより、他の部分の表現と相まって、原告が被告に全く無断でキ25 

ャラクターちぃたんを制作して活動させたとの事実を摘示するものである。 
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（被告の主張） 

ア 告知又は流布された内容が「事実」について 

別紙営業誹謗行為主張対比表の「原告の主張」「問題となる行為」欄記載

の各行為において、同「問題となる表現」欄記載の各表現により告知又は

流布された事実は、同表の「被告の主張」「告知又は流布された事実につい5 

て」欄記載のとおりである。 

なお、同表の番号６枝番３の表現によって告知又は流布された内容は、

意見ないし論評であるから、不競法２条１項２１号所定の「事実」ではな

い。 

イ 不競法２条１項２１号所定の「告知…する行為」に当たらないこと 10 

被告によるフジテレビ宛書面送付行為は、フジテレビが、原告と提携し

て、「Ｓ－ＰＡＲＫ」という番組にちぃたん着ぐるみを出演させる行為が、

フジテレビの被告に対する著作権侵害行為及び不正競争行為に該当するこ

とから、著作権等の正当な権利行使の一環として、フジテレビに対し、当

該行為を中止するように求めたものである。 15 

   また、被告によるテレビ東京宛書面送付行為は、テレビ東京が、原告と

提携して、ちぃたん着ぐるみをテレビ番組に出演させ、キャラクターちぃ

たんのアニメ番組を制作・放送する行為が、テレビ東京の被告に対する著

作権侵害行為及び不正競争行為に該当することから、著作権等の正当な権

利行使の一環として、テレビ東京に対し、当該行為を中止するように求め20 

たものである。 

したがって、被告によるフジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京宛書

面送付行為は、原告と共に被告の権利を侵害する者であるフジテレビ及び

テレビ東京に対し、直接、被告の権利を侵害している旨を通知するもので

あるから、不競法２条１項２１号所定の「告知…する行為」に当たらない。 25 

(4) 争点２－３－１及び１１（キャラクターちぃたんに係る使用及び活動につい
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ての許諾の有無）について 

（原告の主張）  

ア カワウソちぃたんは、テレビ番組に出演するなどして商業活動を積極的

に行っていたものの、生き物であるが故に様々な活動に一定の制限が生ず

ることから、原告は、その活動の幅を広げることを目的として、キャラク5 

ター化することとした。そのため、カワウソちぃたんのキャラクター化に

当たっては、原告がこれを用いて自由に独自の商業活動を行えることが大

前提となっていた。 

イ ＡⅰとＢⅰとが平成２９年９月２４日に会談した際、Ｂⅰは、キャラク

ターちぃたんの活動に当たって一切の制限がないと回答し、これを前提と10 

して、Ａⅰが事前に準備していた叩き台のＰＲ案に記載されていた内容を

大筋の方向性として原告と被告とが協力関係を進めていくことが確認され

た。そして、原告は、同日から同年１１月８日までの間、Ｂⅰに対し、Ａ

ⅰを通じて、キャラクターちぃたんのデザインやこれに基づく着ぐるみの

製作状況を複数回にわたって情報提供しており、被告は、当該デザイン及15 

び当該着ぐるみがキャラクターしんじょう君と一定程度類似していること

を当然把握していた。 

この経緯を踏まえて、原告は、同月２日及び同月８日、Ｂⅰに対し、Ａ

ⅰを通じて、確定したキャラクターちぃたんのデザインやこれに基づく着

ぐるみの商業的な使用を前提とする要請であることを明示した上、そのデ20 

ザインに係る被告の許可を求めた。これに対し、Ｂⅰは、Ａⅰに対し、同

月２日、被告内部で検討した結果、特に被告による許可の必要がないと回

答した上、同月８日、被告元気創造課の元気創造係のメールアドレスを用

いて、「ちぃたん」の着ぐるみ製造に関して、しんじょう君を製造するわけ

ではないので被告として特に許可は必要がないとの回答をした。 25 

その後、Ａⅰは、同月２９日、Ｂⅰに対し、完成したちぃたん着ぐるみ



 

21 

 

の映像を提供したものの、Ｂⅰは、この際も、キャラクターちぃたんの活

動に対する制限等の存在を示唆するような発言を一切していなかった。 

ウ 以上の経緯からすると、被告は、遅くとも平成２９年１１月８日に被告

元気創造課から正式に回答がされた時点で、原告に対し、原告が前記確定

したキャラクターちぃたんのデザインと同一のちぃたんオリジナル及びこ5 

れに基づく着ぐるみを使用して活動することに関し、何ら期限及び制限を

付すことなく黙示に許諾していたというべきである。 

（被告の主張） 

ア 著作権、商標権、商品等表示などの知的財産権は、その権利者にとって

も社会的にも重要な権利であるから、権利者が、他者に対し、これらの権10 

利の使用を許諾するときには、契約書、承諾書等の書面をもって、許諾の

期間、許諾が及ぶ地域、使用条件、対価等について細かく合意するのが通

常である。 

現に、キャラクターしんじょう君についても、詳しい使用条件及びこれ

を踏まえた申請書、使用承認通知書等の書式が定められており、被告は、15 

キャラクターしんじょう君の使用希望者から事前に使用申請書、使用する

商品の見本等の提出を受け、その申請内容を審査した上、使用者との間で、

書面をもって、具体的な使用条件を合意している。 

したがって、被告が、原告に対し、自身の知的財産権に関する重大事に

ついて、書面によることなく、ＬＩＮＥやメールでのやり取りによって、20 

キャラクターちぃたん等の使用及び活動について許諾するということは、

あり得ない。 

イ そして、原告が指摘する平成２９年１１月８日付けのメールが正式な許

可書でないことは明らかである。当該メールは、ちぃたん着ぐるみの製造

に関するものにすぎず、商業的な活動については一切触れていないし、許25 

可の期間がない、対価が無償である等の記載もない。 
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ウ 以上によれば、被告がキャラクターちぃたんに係る使用及び活動につい

て許諾していないことは明らかである。 

(5) 争点２－３－２及び１２（許諾に係る錯誤無効の成否）について 

（被告の主張） 

ア カワウソちぃたんのツイッター（現在の名称はＸ。以下、名称変更の前5 

後を問わず「ツイッター」という。）アカウントのフォロワー数不正水増し

等に係る錯誤があること 

原告が使用しているカワウソちぃたんのツイッターアカウントは、フォ

ロワー数が０人の状態から新規に運営が開始されたものではなく、他の業

者がフォロワー数を不正に増やしたアカウントを購入したものである。原10 

告は、このような不正なアカウントを悪用した上、フォロワー数を購入す

るなどして、カワウソちぃたんの人気があるように偽り、多方面に営業活

動を行っていた。そして、原告は、平成２９年９月４日以降、被告に対し、

カワウソちぃたんの須崎市観光大使就任を打診するに際し、その経歴を詐

称して、「カワウソ「ちぃたん☆」のツイッターのフォロワー数は７０万人15 

を超えている」等と虚偽の説明により欺き、被告をして、真実、カワウソ

ちぃたんのツイッターアカウントのフォロワー数が７０万人を超えており、

同アカウントが大きな発信力を有するものと誤信させた。 

その結果、被告は、原告に対し、カワウソちぃたんを須崎市観光大使に

委嘱する旨の意思表示をし、これに伴って、カワウソちぃたんを擬人化し20 

たキャラクターちぃたんに係る使用行為について黙示に許諾するに至った

ものである。 

仮に、被告がカワウソちぃたんのツイッターアカウントのフォロワー数

が不正に水増しされていることを知っていれば、カワウソちぃたんに須崎

市観光大使としてのいわばお墨付きを与えることで原告の不正行為に加担25 

することになってしまうことから、被告は、キャラクターちぃたんに係る
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使用行為について黙示の許諾をしなかったものである。 

したがって、被告は、原告の詐欺により上記錯誤に陥って、キャラクタ

ーちぃたんに係る使用行為について黙示に許諾をしたものといえる。 

そして、上記の錯誤は、要素の錯誤であり、かつ、表示されている。 

イ キャラクターちぃたんのツイッターアカウントのフォロワー数不正水増5 

し、不正営業等に係る錯誤があること 

(ｱ) 原告は、キャラクターしんじょう君の人気と知名度に目を付け、キャ

ラクターしんじょう君を翻案して、カワウソちぃたんを擬人化したキャ

ラクターちぃたんを制作し、カワウソちぃたんと同様に、他の業者がフ

ォロワー数を不正に増やしたアカウントを悪用して、キャラクターちぃ10 

たんの人気があるように偽り、多方面に営業活動を行うことを計画し、

前記アのとおり、被告をして、真実、カワウソちぃたんのツイッターア

カウントのフォロワー数が７０万人を超えており、同アカウントが大き

な発信力を有するものと誤信させた。 

(ｲ) 次に、原告は、平成２９年９月２７日以降、被告の了解を得ることな15 

く、Ｄⅰに対し、ちぃたん着ぐるみのデザインをキャラクターしんじょ

う君に非常に似せたものにするように求めた。そして、原告は、独断専

行する形で、キャラクターしんじょう君を翻案してキャラクターちぃた

んのデザインを制作し、もはや後戻りできない段階になってから、被告

側にそのことを報告した。原告は、その際、キャラクターちぃたんのツ20 

イッターアカウントについても、他の業者がフォロワー数を不正に増や

したアカウントを悪用して、キャラクターちぃたんの人気があるように

偽り、多方面に営業活動を行うことを計画していることを隠蔽し、被告

に前記(ｱ)記載の計画を告げることなく、キャラクターちぃたんが、カワ

ウソちぃたんを擬人化した存在として、不正な手段によらずに活動し、25 

被告の地域おこしやＰＲ活動に大きく貢献するかのように虚偽の説明を
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行って、被告をして、真実、キャラクターちぃたんが、不正な手段によ

らずに活動し、被告の地域おこしやＰＲ活動に大きく貢献するものと誤

信させた。 

(ｳ) さらに、原告は、前記(ｱ)記載の計画に基づき、キャラクターちぃたん

について、フォロワー数を水増ししたツイッターアカウントを使用した5 

ほか、日本語、英語、韓国語、アラビア語、ポルトガル語及びタイ語で

発信しているキャラクターちぃたんの各ツイッターアカウント、「カメち

ゃん」のツイッターアカウントについても、フォロワー数を水増しした

ツイッターアカウントを使用した。そして、原告は、キャラクターちぃ

たんについて、「高知県須崎市の観光大使」と須崎市観光大使を標榜し、10 

「全世界ＳＮＳ総フォロワーが１０００万突破！」等と称して、多方面

に不正な営業活動を行い、被告の信用を失墜させた。しかし、原告は、

被告にキャラクターちぃたんのデザインを報告したり着ぐるみを製作し

て披露したりするに際し、このような不正な営業活動を行う計画を隠匿

し、被告をして、原告が、キャラクターちぃたんについて、かかる不正15 

な営業活動を行うなどして被告の信用を失墜させるようなことはないも

のと誤信させた。 

(ｴ) 前記(ｱ)ないし(ｳ)の錯誤の結果、被告は、原告に対し、カワウソちぃ

たんを擬人化したキャラクターちぃたんを制作すること及びキャラクタ

ーちぃたんに係る使用行為について黙示に許諾するに至ったものである。 20 

  仮に、被告が、カワウソちぃたんのツイッターアカウントに係るフォ

ロワー数が不正に水増しされていること、キャラクターちぃたんについ

ても、ツイッターアカウントに係るフォロワー数が不正に水増しされた

アカウントを悪用して人気があるように偽ることで多方面に営業活動を

行うことが計画されていることを知っていれば、キャラクターちぃたん25 

について、須崎市観光大使であるカワウソちぃたんを擬人化したキャラ
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としてのいわばお墨付きを与える形となることで原告の不正行為に加担

することになってしまうことから、被告は、上記黙示の許諾をしなかっ

たものである。 

したがって、被告は、原告の詐欺により前記(ｱ)ないし(ｳ)の錯誤に陥

って、キャラクターちぃたんに係る使用行為について黙示に許諾をした5 

ものといえる。 

そして、上記の錯誤は、要素の錯誤であり、かつ、表示されている。 

ウ まとめ 

以上によれば、仮に被告がキャラクターちぃたんに係る使用行為につい

て黙示に許諾していたとしても、この許諾は錯誤により無効（改正前民法10 

９５条）である。 

（原告の主張） 

ア カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんの各ツイッターアカウント

について 

(ｱ) カワウソちぃたんのツイッターアカウントは、カワウソの飼育に携わ15 

っていた者が使用していたアカウントを原告が平成２９年５月２５日か

ら無償で引き継いで使用していたもので、フォロワー数が０人の状態か

ら運営が開始されたものではないものの、フォロワーは、当該アカウン

トに対するフォローをいつでも停止することができ、実際にもその後に

フォロワー数の増減が生じている。そして、原告の営業努力によってフ20 

ォロワーの維持及び拡大がされ、結果的にカワウソちぃたんのツイッタ

ーアカウントのフォロワー数は、引き継いだ際の１１万人から７０万人

超までに大きく増加していた。このように、カワウソちぃたんのツイッ

ターアカウントについて、フォロワー数が０人の状態から運営が開始さ

れていないことに重要な意味はなく、同アカウントの発信力に虚偽がな25 

いことは明らかである。 
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(ｲ) キャラクターちぃたんのツイッターアカウントは、原告代表者が個人

的に使用していたものを、平成２９年１２月１６日にキャラクターちぃ

たんのツイッターアカウントとしての使用を開始し、その頃、当該アカ

ウントの管理主体を原告代表者個人から原告に変更したものである。 

また、原告は、平成２６年４月頃から、外部業者に対し、海外のツイ5 

ッターアカウントについての準備、管理及び運用の委託を開始したが、

平成３１年１月頃、当該業者と連絡が取れなくなり、アカウントへアク

セスすることもできない状況となった。その後、アカウントの凍結、ア

カウントの第三者による乗っ取りなどが発生し、原告も詳細の把握が不

可能となっている。 10 

(ｳ) 以上のとおり、カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんのいずれ

のツイッターアカウントについても、不正に入手したものでもなく、フ

ォロワー数の購入等の事実もない。なお、原告は、フォロワーを獲得す

るに当たり、ツイッター社が当時提供していた公式の広告ツールを有償

で使用していたものの、このような公式ツールの使用が何ら規約に違反15 

するものでないことは明らかである。 

イ カワウソちぃたんのツイッターアカウントについてのフォロワー数の不

正水増し等に係る錯誤がないこと 

被告が、カワウソちぃたんの発信力に着目して、須崎市観光大使として

委嘱したとの指摘はそのとおりである。 20 

そして、原告は、被告に対し、当初から、３０万人のフォロワー数があ

ると説明していたところ、その後、営業努力によりフォロワー数を７０万

人超にまで拡大した。このように、原告が被告に提供したカワウソちぃた

んの発信力についての情報は真実である。 

 また、前記アのとおり、アカウントのフォロワーは、当該アカウントに25 

対するフォローをいつでも停止することができ、随時入れ替わっていくも
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のであるから、フォロワー数が０人の状態からアカウントの運営が開始さ

れていないことに重要な意味はない。 

 以上のとおり、原告は、この点に関し、被告に何らかの虚偽の情報を提

供していないから、被告が誤信するということはあり得ない。 

 なお、キャラクターちぃたんに係る使用行為についての黙示の許諾は、5 

カワウソちぃたんの須崎市観光大使の委嘱よりも以前に、その就任と無関

係かつ別個にされたものであるから、当該黙示の許諾に当たり、カワウソ

ちぃたんの発信力についての誤信が問題となることはない。 

ウ キャラクターちぃたんのツイッターアカウントのフォロワー数不正水増

し、不正営業等に係る錯誤がないこと 10 

前記アのとおり、原告によるキャラクターちぃたんのツイッターアカウ

ントの運用に不正はなく、かつ、キャラクターちぃたんの発信力について

も虚偽はない。 

 したがって、原告は、この点に関し、被告に何らかの虚偽の情報を提供

していないから、被告が誤信するということはあり得ない。 15 

(6) 争点２－３－３及び１３（許諾に係る詐欺取消しの成否）について 

（被告の主張） 

前記(5)（被告の主張）のとおり、被告は、原告の詐欺により、キャラクタ

ーちぃたんに係る使用行為について黙示に許諾したものであるから、当該詐

欺を理由として、この許諾を取り消す（改正前民法９６条１項）。 20 

したがって、仮にキャラクターちぃたんに係る使用行為について黙示の許

諾があったとしても、この許諾は初めから無効であったものとみなされる。 

（原告の主張） 

前記(5)（原告の主張）において主張したところと同様に、原告が被告を欺

いたことはない。 25 

(7) 争点２－３－４及び１４（許諾に係る合意の解除の成否）について 
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（被告の主張） 

ア 許諾条件違反 

(ｱ) 仮に、キャラクターちぃたん等の使用行為について黙示の許諾があっ

たと評価されるとしても、その許諾は、無制限や無条件のものではなく、

以下の範囲及び条件に限られるものである。 5 

ａ 許諾の範囲 

ちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真

は、原告が、しんじょう君オリジナルを翻案して、順次、制作又は製

作したものであるから、いずれもしんじょう君オリジナルの二次的著

作物である。そして、被告において認識していたのは、原告によるキ10 

ャラクターちぃたんのプロモーションビデオへの出演や、ツイッター

などでの被告の情報発信など、須崎市観光大使設置要綱に沿って、被

告のＰＲ活動を行う行為である。 

したがって、許諾の範囲は、二次的著作物の利用に関する原著作者

の権利として被告が専有するちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ15 

及びちぃたん着ぐるみ写真に係る複製権を基礎として、ツイッターな

どでの被告の情報発信等についてのこれらに係る公衆送信権等、イベ

ント、ビデオ等への出演についてのちぃたん着ぐるみに係る展示権に

限られる。 

これに対し、被告が、商標権及び商品等表示に係る黙示の許諾をし20 

たということはあり得ない。 

ｂ 許諾の条件について 

キャラクターちぃたん等の使用行為についての黙示の許諾は、カワ

ウソちぃたん及びこれを擬人化したキャラクターちぃたんが、須崎市

観光大使として、その目的（被告の魅力を広く紹介し、被告の知名度25 

の向上と観光産業の発展を図ること）、要件（各界、各分野において国
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内外で活躍しており、被告の魅力や情報を積極的に発信する機会を有

し、須崎市観光大使設置要綱の趣旨に沿った活動が期待できること）、

役割（被告の知名度の向上と観光産業の発展を図るために必要な活動

を行うこと）に合致した活動を行うことが当然の前提となっている。

さらに、正式な書面による使用の許可を得たときでさえ、一定の許可5 

条件が付されること、かかる許可条件は被告のホームページで公開さ

れていることにかんがみれば、万一、キャラクターちぃたんの使用行

為について黙示の許諾があったと評価されるとしても、その許諾には、

最低でもかかる許可条件と同等の許諾条件が付されていたというべき

である。 10 

したがって、カワウソちぃたん及びこれを擬人化したキャラクター

ちぃたんが、須崎市観光大使として、その目的、要件、役割に合致し

た活動を行わない場合、カワウソちぃたんが須崎市観光大使の職を解

嘱された場合、被告の信用又は品位を害するものと認められる場合、

使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場15 

合、しんじょう君のイメージを損なうおそれがあると認められる場合

等には、須崎市観光大使設置要綱に沿って被告のＰＲ活動を行うとい

う許諾の目的に反するから、被告は、当然、許諾に係る合意を解除す

ることができる。 

(ｲ) 前記(ｱ)のとおり、許諾の範囲は、被告がちぃたんオリジナル、ちぃた20 

ん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真について有する複製権を基礎とし

て、ツイッターなどでの須崎市の情報発信等についてのこれらに係る公

衆送信権等、イベント、ビデオ等への出演についてのちぃたん着ぐるみ

に係る展示権に限られる。 

 しかし、原告は、この許諾の範囲を超えて、キャラクターちぃたんに25 

ついて、「高知県須崎市の観光大使」と須崎市観光大使を標榜し、「全世
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界ＳＮＳ総フォロワーが１０００万突破！」等と称して、多方面に不正

な営業活動を行った。 

(ｳ) また、前記(ｱ)のとおり、被告による許諾は、カワウソちぃたん及びキ

ャラクターちぃたんが須崎市観光大使として設置要綱に定める目的、要

件及び役割に合致した活動を行うことを当然の前提とするものとなって5 

いる。 

しかし、カワウソちぃたんは、平成３１年１月１７日をもって須崎市

観光大使を解嘱された上、カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたん

は、いずれも須崎市観光大使の目的、要件及び役割に合致した活動を何

ら行っておらず、かえって、多方面に不正な営業活動を行うことに邁進10 

している。 

(ｴ) さらに、キャラクターしんじょう君の使用に際しては、しんじょう君

の名称、被告の著作権表示及び承認番号を表示することを含め、許可条

件を遵守しなければならない。すなわち、被告の信用又は品位を害する

ものと認められる場合、使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれ15 

があると認められる場合、キャラクターしんじょう君のイメージを損な

うおそれがあると認められる場合等には、許可条件に反したものとして、

許可が取り消される。 

 しかし、原告は、カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんのいず

れについても、フォロワー数を不正に水増ししたツイッターアカウント20 

を使用した上で、「高知県須崎市の観光大使」と須崎市観光大使を標榜し、

「全世界ＳＮＳ総フォロワーが１０００万突破！」等と称して、多方面

に不正な営業活動を行い、被告の信用を失墜させている。また、キャラ

クターちぃたんの使用によって、キャラクターしんじょう君との誤認及

び混同を生じさせ、キャラクターしんじょう君のイメージを損なわせて25 

いる。 
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(ｵ) 以上のとおり、原告によるカワウソちぃたん及びキャラクターちぃた

んの使用行為は、許諾の範囲及び条件に違反するものである。 

イ 信頼関係が破壊されたこと 

(ｱ) 前記(5)（被告の主張）のとおり、原告は、カワウソちぃたん及びキャ

ラクターちぃたんのいずれについても、不正にフォロワー数を水増しし5 

たツイッターアカウントを使用した上で、不正な営業行為を行った。 

(ｲ) 原告は、しんじょう君オリジナルに係る著作権者かつ本件被告商標権

の権利者等である被告の明示的な同意を得ることなく、平成２９年１２

月１８日、別紙原告著作物目録１記載１のイラスト及びその下部に配さ

れた「ちぃたん☆」との文字から成る商標につき商標登録出願をしたの10 

を皮切りに、ちぃたん着ぐるみを正面から撮影した写真を含む商標につ

いても商標登録出願をした。これに加え、原告は、中国、米国、韓国及

びブラジルの少なくとも４か国においても、ちぃたん着ぐるみを正面か

ら撮影した写真を含む商標について商標登録出願をした。 

そして、原告は、被告がこれらの商標登録に一貫して反対しており、15 

かつ、拒絶理由通知を繰り返し受けたにもかかわらず、ちぃたんオリジ

ナル及びちぃたん着ぐるみ写真がしんじょう君オリジナルを翻案したも

のであることを否認するなど、被告に対する不誠実な言動に終始し、執

拗に商標登録しようとし続けた。さらに、原告は、上記商標登録出願に

ついて拒絶をすべき旨の査定を受けた後も、審判を申し立て、現在まで20 

に、国内において複数の商標に係る商標権について設定登録を受けた。

また、海外においても少なくとも数件の商標に係る商標権について設定

登録を受けている。 

     特に、海外においてちぃたん着ぐるみを正面から撮影した写真を含む

商標に係る商標権の設定登録がされたことにより、被告は、上記の各国25 

においてキャラクターしんじょう君に係る商標登録を受けることが困難
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となり、ひいては、キャラクターしんじょう君の海外展開が妨げられた。 

     このように、原告は、カワウソちぃたんが須崎市観光大使に委嘱され

る前から、被告に無断で別紙原告著作物目録１記載１のイラストを含む

商標について商標登録出願をするなど、多方面に不正な営業活動を行う

準備を進め、被告の反対にもかかわらず、強引に商標登録を受けた。こ5 

の原告の行為は、権利者である被告をないがしろにするものであって、

原告を信用して正式に契約書等を交わすことなく黙示の許諾をした被告

の信頼を著しく裏切る背信的行為である。 

(ｳ) 原告は、カワウソちぃたんが須崎市観光大使になることを口実に、キ

ャラクターちぃたんを制作しながら、キャラクターちぃたんを使用した10 

被告のＰＲ活動も須崎市観光大使の目的、要件及び役割に合致した活動

も何ら行っておらず、かえって、多方面に不正な営業活動を行うことに

邁進している。 

(ｴ) 原告は、キャラクターちぃたんが悪目立ちするように、ツイッターア

カウントにおいて、ちぃたん着ぐるみが、回転するヘリコプターのロー15 

ターに近付くという非常に危険な自殺行為同然の行為や、走行する消防

車に「箱乗り」をし、運転中に手を離して道路に落下、転倒するという

道路交通法違反の犯罪行為にまで及ぶような危険な動画を投稿した。 

これに対し、被告は、キャラクターちぃたんとキャラクターしんじょ

う君とを誤認混同したり、キャラクターちぃたんを須崎市観光大使と誤20 

信したりした視聴者、市民等から、「危険である」、「子供が真似をするお

それがある」などの多数のクレームや批判を受けており、被告の信用及

び品位が著しく害されている。しかし、原告は、これらのクレームや批

判に反省することなく、かえって、営業資料に、「ＳＮＳ上での体を張っ

たチャレンジ動画が話題になり色んな意味で有名になった。」等と記載す25 

るなど、危険行為や炎上行為を売りにして営業活動を行っている。 



 

33 

 

このような危険行為や炎上行為をそのまま放置すれば、ちぃたん着ぐ

るみのスーツアクターの生命及び身体に関わる重大な事故が発生したり、

巻き込まれた通行人等が怪我をしたり、子供が危険行為を真似て死亡し

たりする事態も懸念され、被告は、その信用及び品位が著しく害される

に留まらず、地方公共団体として重大な道義的責任を問われかねない。 5 

(ｵ) 原告による本件本訴の提起は、権利者である被告をないがしろにする

ものであって、原告を信用して正式に契約書等を交わすことなく黙示の

許諾をした被告の信頼を著しく裏切る背信行為である。 

(ｶ) キャラクターちぃたんに係る使用行為についての許諾は、無償のもの

であって、これを基礎付ける原告と被告との間の信頼関係が破壊された10 

場合にまで、被告に許諾の継続を強制するような趣旨のものではない。 

そして、前記(ｱ)ないし(ｵ)の事情にかんがみれば、黙示の許諾の前提

となる原告と被告との間の信頼関係は、完全に破壊されている。 

ウ 許諾の解除の意思表示 

本件被告通知は、前記ア及びイの許諾条件違反及び信頼関係破壊を理由15 

とする黙示の許諾の解除の意思表示を含むものである。 

エ まとめ 

したがって、仮にキャラクターちぃたんに係る使用行為について黙示の

許諾があったとしても、この許諾に係る合意は、許諾条件違反及び信頼関

係破壊を理由として解除され、その効力を失った。 20 

（原告の主張） 

ア 許諾条件違反との主張について 

被告による黙示の許諾は、期間その他の限定・条件等が何ら付されてい

ないものであるから、これらが付されていることを前提とする被告の主張

は失当である。 25 

イ 信頼関係が破壊されたとの主張について 
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前記(5)（原告の主張）のとおり、原告は、カワウソちぃたん及びキャラ

クターちぃたんの各ツイッターアカウントのフォロワー数につき、不正な

水増しをしていない。 

また、被告が原告に対してキャラクターちぃたんに関連する商標登録出

願をしないように求めていたことはない。むしろ、原告は、キャラクター5 

しんじょう君のライセンス窓口であった株式会社ダンデライオンアニメー

ションスタジオ（以下「ダンデライオンアニメ社」という。）の担当者から、

海外でキャラクターしんじょう君とキャラクターちぃたんのペアライセン

スを進めるため、海外でキャラクターちぃたんに関する商標登録出願手続

を進めることを促されていた。 10 

さらに、原告は、被告のＰＲ活動に関し、Ｂⅰからの指示やリクエスト

に全て応じており、そのような活動として不足するようなことはなかった。 

そして、ちぃたん着ぐるみを使用した動画の投稿は、キャラクターしん

じょう君や被告の信用、社会的評価を低下させるものではないし、被告が

配信したしんじょう君着ぐるみを使用した動画との比較においても、ちぃ15 

たん着ぐるみを使用した動画が特に危険なものであるとはいえない。 

以上のとおり、黙示の許諾の前提となる原告と被告との間の信頼関係破

壊を基礎付ける事情は存在しない。 

ウ 許諾条件違反及び信頼関係破壊による許諾に係る合意の解除の意思表示

の不存在 20 

被告は、本件被告通知について、許諾条件違反及び信頼関係破壊による

許諾の解除の意思表示を含むものであると主張するが、同通知に係る書面

にそのような意思表示を含意するとの記載はない。 

(8) 争点２－４（告知又は流布された事実が原告の「営業上の信用を害する」も

のであるか）について 25 

（原告の主張） 
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本件被告行為によって告知又は流布された事実が原告の営業上の信用を害

するものであることは明らかである。 

（被告の主張） 

争う。 

(9) 争点２－５（正当な権利行使として違法性が阻却されるか）について 5 

（被告の主張） 

前記(3)（被告の主張）イのとおり、フジテレビ及びテレビ東京は、原告と

共に被告の権利を侵害する者にほかならない。 

したがって、被告によるフジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京宛書面

送付行為は、いずれも正当な権利行使の一環としてされたものであるから、10 

違法性が阻却される。 

（原告の主張） 

被告が、本件における事実関係及び経過や原告と被告との間の関係性等を

あえて無視し、違法であると断じて原告の取引先に告知することが、正当な

権利行使であるとは到底いえない。 15 

また、被告が、被告代表者の公式会見やプレスリリースにより、第三者に

対して告知及び流布した行為について、正当な権利行使の一環と評価する余

地がないことは明らかである。 

(10) 争点３（信義則上の義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償責任

の有無）について 20 

（原告の主張） 

ア 事実経過について 

原告は、テレビ東京の子供向けバラエティ番組「きんだーてれび」にお

いて平成３１年４月から放送が予定されていた「ちぃたん」をキャラクタ

ーとするショートアニメ「妖精ちぃたん☆」（各話約１分３０秒、全１３話）25 

の企画（以下「テレビアニメ企画」という。）を進めていた。 



 

36 

 

被告は、平成３０年５月１６日からしんじょう君の商品化窓口としてダ

ンデライオン社を選任し、特に同年夏以降の原告とのやり取りは主に同社

の担当者であったＥⅰ（以下「Ｅⅰ」という。）との間でされていた。そこ

で、原告は、同年８月３０日、Ｂⅰ及びＥⅰに対し、テレビ東京における

アニメの放送が平成３１年４月に予定されていることを報告した。その後5 

も、原告は、Ｅⅰに対し、国内でのキャラクターちぃたんの他の商業活動

の状況と共に、テレビアニメ企画の進捗を報告していた。こうした一連の

報告に対し、被告の窓口であるＢⅰやＥⅰからは、テレビアニメ企画を制

約する旨の言動は一度もなく、制約される可能性があることの示唆すらな

かった。 10 

原告は、このような被告とのやり取りを踏まえ、テレビアニメ企画の準

備を進めた。具体的には、原告は、平成３１年４月の放送開始に向けて、

平成３０年１０月２５日、株式会社インフィニティビジョン（以下「イン

フィニティビジョン」という。）との間で当該アニメに係る制作委託契約を

締結し、同社に制作費として合計１７２８万円（消費税込み）を支払った。15 

その後も、上記アニメの制作準備は進められ、具体的な放送スケジュール

も告知されるに至った。 

このような経過にある中で、被告は、テレビ東京宛書面送付行為を含む

本件被告行為に及んだ。 

イ 被告には信義則上の義務違反があること 20 

被告は普通地方公共団体であり、被告の行為には一般の民間企業とは格

段に違う社会的影響力があるから、そのような被告が、「ちぃたん」に関す

る原告との経緯を秘匿して、テレビ東京宛書面送付行為等に及べば、テレ

ビ局がこれを無視して放送等をすることは困難であるところ、被告もこれ

を当然認識していたものである。それにもかかわらず、被告は一方的な通25 

知や記者会見及びプレスリリース等を断行し、その結果として、既に放送
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スケジュールが告知されていたテレビアニメ企画の中止が決定された。 

以上の事実経過を踏まえれば、原告と被告との間ではテレビアニメ企画

に関する黙示の許諾が当然に成立しており、被告は、このテレビアニメ企

画に関し、原告に対して理由なく損害を被らせないようにする信義則上の

義務を負っていたにもかかわらず、同義務に違反したものというべきであ5 

る。 

ウ 被告は不法行為に基づく損害賠償責任を負うこと 

被告は、原告がテレビアニメ企画の準備として制作を進めていることを

十分に認識しながら、放送直前になって、テレビ東京宛書面送付行為等に

より、テレビアニメ企画を中止に追い込んだものであり、被告の行為は極10 

めて高い違法性を有する。 

したがって、被告には、信義則上の義務違反を理由とする不法行為に基

づき、原告に生じた損害を賠償する責任がある。 

（被告の主張） 

否認ないし争う。 15 

(11) 争点４（名誉毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償責任の有無）に

ついて 

（原告の主張） 

ア 事実を摘示するものであること 

別紙名誉毀損行為主張対比表の「原告の主張」「問題となる行為」欄記載20 

の各行為においてされた同「問題となる表現」欄記載の各表現は、同「摘

示事実」欄記載の各事実をそれぞれ摘示するものである。 

イ 原告の社会的評価を低下させるものであること 

前記アの各表現の意味内容は、別紙名誉毀損行為主張対比表の「原告の

主張」「名誉毀損となる理由」欄記載のとおり、原告の社会的評価を低下さ25 

せるものである。 
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ウ 違法性阻却事由がないこと 

公共の利害に関する事実に係るものであるかや、その目的が専ら公益を

図ることにあったかの各要件はともかくとして、摘示された事実がその重

要な部分について真実ではない上、被告において当該事実を真実と信ずる

について相当の理由もない。 5 

（被告の主張） 

ア 意見ないし論評の表明にとどまるものであること 

別紙名誉毀損行為主張対比表の「被告の主張」「摘示事実について」欄及

び同「名誉毀損の成否について」欄各記載のとおり、同表の「原告の主張」

「問題となる表現」欄記載の各表現は、いずれも証拠等による証明になじ10 

まない物事の価値、善悪又は優劣についての批評や論議であるから、意見

ないし論評の表明に当たる 

イ 原告の社会的評価を低下させるものであるとの主張について 

争う。 

ウ 違法性阻却事由があること 15 

別紙名誉毀損行為主張対比表の「被告の主張」「名誉毀損の成否について」

欄記載のとおり、本件報道機関宛書面送付行為及び本件コメント発出行為

は、公共の利害に関する事実に係るものであり、かつ、その目的が専ら公

益を図ることにあった。 

また、同欄記載のとおり、意見ないし論評の前提としている事実は重要20 

な部分について真実であり、かつ、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評と

しての域を逸脱したものではないし、仮に、意見ないし論評の前提として

いる事実の重要な部分が真実でないとしても、当該事実の重要な部分を真

実と信ずるについて相当な理由がある。 

(12) 争点５（被告の故意又は過失の有無）について 25 

（原告の主張） 
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定例記者会見における被告知者が権利を侵害したとする喧伝や取引先への

取引中止の告知は、法的手続によることなく専ら自己の認識判断に基づいて

自力救済的に行われる権利行使であって、常にその認識判断が誤っている危

険をはらむものである一方で、一度そのような行為がされた場合には、被告

知者との取引が控えられるなど、被告知者に重大な損害をもたらすおそれが5 

高いものであるから、告知者には高度の注意義務が課せられるものと解する

のが相当である。 

また、被告は、普通地方公共団体であって、その行動や発言は、私企業の

それと比較すると一般的に高い信頼性があると受け止められるから、普通地

方公共団体において、一般私企業が法令違反行為を行っていると断定して告10 

知する際には、それまでの経緯等を精査した上、通常の私人等と比較してよ

り慎重に行われる必要がある。 

    しかし、被告は、前記(4)（原告の主張）において主張した事実関係を十分

に知悉しているにもかかわらず、本件被告行為に及んでいるのであるから、

被告が普通地方公共団体であるということも併せかんがみれば、被告におい15 

て少なくとも過失があることは明らかである。 

（被告の主張） 

否認ないし争う。 

(13) 争点６（原告の損害の有無及びその額）について 

（原告の主張） 20 

ア はじめに 

本件被告行為により、別紙原告損害整理表の番号１ないし７記載の各企

画が中止になるなどして、原告には、以下に敷衍するとおり、同表の「原

告の主張」「損害額（円）」欄記載の額の損害が生じた。 

なお、原告が主張する請求権と各損害との対応関係は、同表の「請求権25 

との対応」欄記載のとおりである。 
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また、フジテレビ宛書面送付行為と相当因果関係のある損害は同表の番

号１に、テレビ東京宛書面送付行為と相当因果関係のある損害は同表の番

号２に、その余の本件被告行為と相当因果関係にある損害は同表の番号１

ないし８に、各記載のものである。 

イ 原告の営業に係る損害 5 

(ｱ) 逸失利益 

ａ Ｓ－ＰＡＲＫ案件 

(a) 得られたであろう収益について 

原告は、平成３１年１月１７日までに、フジテレビとの間で、同

社が放映するスポーツニュース番組「Ｓ－ＰＡＲＫ」内で、同月２10 

７日から同年２月２４日までの間、「ちぃたん」の出演するＣＭを５

回放送すること、ＣＭ出演料として同社から７０万円の支払を受け

ることを合意した。当該ＣＭは、同年１月９日に撮影が終了し、同

月２４日に納品、同月２７日に１回目の放送がそれぞれされたもの

の、被告によるフジテレビ宛書面送付行為により、ＣＭの放送は全15 

て中止となった上、原告は、フジテレビと合意していたＣＭ出演料

の支払を受けられなかった。 

(b) 控除すべき費用について 

Ｓ－ＰＡＲＫ案件の企画にアテンドやアクター、声優及び監修担

当者として関与した者は、いずれも原告の従業員である。原告は、20 

当該従業員に対し、当該企画と関係なく給与等を支払っているから、

これらの給与等は、逸失利益の算定に当たって控除すべき費用に当

たらない。むしろ、当該費用は、原告が実際に支出したものである

から、損害として評価すべきものである。 

ｂ 太田胃にゃんとのコラボ企画 25 

(a) 得られたであろう収益について 
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原告は、平成３０年１１月から、株式会社オートクチュール京都

（以下「オートクチュール京都」という。）との間で、株式会社太田

胃散のマスコットキャラクターである「太田胃にゃん」とキャラク

ターちぃたんとが出演する１本当たり１５ないし３０秒の長さのＷ

ｅｂ用ＣＭを４本制作し、同年秋から令和元年夏まで季節ごとに放5 

送すること、オートクチュール京都は、原告に対し、キャラクター

ちぃたんの出演料として１本当たり２００万円（消費税別）、合計８

００万円（消費税別）の支払を受けることを合意した。しかし、本

件被告行為により、冬バージョンのＣＭの撮影が中止され、これを

含む３本のＣＭへのキャラクターちぃたんの出演も全て取り止めと10 

なったため、原告は、オートクチュール京都から、３本分の出演料

６００万円（消費税別）の支払を受けられなかった。 

(b) 控除すべき費用について 

太田胃にゃんとのコラボ企画にアテンドやアクターとして関与し

た者は、いずれも原告の従業員である。原告は、当該従業員に対し、15 

当該企画と関係なく給与等を支払っているから、これらの給与等は、

逸失利益の算定に当たって控除すべき費用に当たらない。むしろ、

当該費用は、原告が実際に支出したものであるから、損害として評

価すべきものである。 

  もっとも、前記(a)のとおり、この企画においては、４回の撮影が20 

予定されていたものの実際に撮影されたのは１回に留まるから、逸

失利益の算定にあたり、３回分の撮影に要する費用６万８０７６円

を控除する。 

   ｃ 株式会社ドン・キホーテ（以下「ドン・キホーテ」という。）向け販

売商品企画 25 

(a) 得られたであろう収益について 
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     原告は、平成３０年１月１日、株式会社ブランチ・アウト（以下

「ブランチアウト」という。）との間で、ドン・キホーテにおいて販

売する予定の衣類関係の商品について商品化許諾契約を締結し、当

該契約に基づき、Ｔシャツ７点等についてデザイン監修、サンプル

チェックを行っていた。ブランチアウトは、平成３１年４月以降、5 

Ｔシャツ７点を皮切りに、ドン・キホーテにおいて各商品の販売を

予定していた。当該商品化許諾のロイヤリティは、商品の希望小売

価格に製造予定枚数を乗じた金額の６パーセント（消費税別）と合

意されていたところ、原告は、少なくとも、平成３１年４月以降に

販売が予定され、その枚数等が確定していたＴシャツ７点につき、10 

ロイヤリティとして６４万４４００円（＝１０７４万円×０．０６）

の支払を受けられる見込みであった。しかし、原告は、同年２月１

４日、ブランチアウトから、本件被告行為に係る報道を見たとして、

衣類関係商品の販売を中止する旨の連絡を受け、結果として、６４

万４４００円（消費税別）のロイヤリティの支払を受けられなかっ15 

た。 

(b) 控除すべき費用について 

ドン・キホーテ向け販売商品企画に監修担当者として関与した者

は、原告の従業員である。原告は、当該従業員に対し、当該企画と

関係なく給与等を支払っているから、これらの給与等は、逸失利益20 

の算定に当たって控除すべき費用に当たらない。むしろ、当該費用

は、原告が実際に支出したものであるから、損害として評価すべき

ものである。 

   ｄ 株式会社しまむら（以下「しまむら」という。）向け販売商品企画 

(a) 得られたであろう収益について 25 

原告は、ブランチアウトとの間で、しまむらにおいて販売する予
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定の衣類関係の商品について、商品化許諾に向けた交渉を行い、平

成３１年１月３１日、そのロイヤリティに関し、「ボクサーパンツ」、

「ステテコ」、「パジャマ」及び「キッズ商品」については５パーセ

ント（消費税別）、「靴下」及び「寝具／インテリア」については６

パーセント（消費税別）とすることを合意した。当該合意成立を受5 

けて、商品化許諾契約の締結が予定されており、当該契約に基づき、

原告は、ロイヤリティとして６７３万１０５５円（＝４４１万５８

３３円＋２３１万５２２２円）の支払を受けられる見込みであった。

しかし、原告は、同年２月７日、ブランチアウトから、本件被告行

為に係る報道を見たとして、衣類関係商品の販売を中止する旨の連10 

絡を受け、結果として、６７３万１０５５円（消費税別）のロイヤ

リティの支払を受けられなかった。 

(b) 控除すべき費用について 

しまむら向け販売商品企画に監修担当者として関与した者は、原

告の従業員である。原告は、当該従業員に対し、当該企画と関係な15 

く給与等を支払っているから、これらの給与等は、逸失利益の算定

に当たって控除すべき費用に当たらない。むしろ、当該費用は、原

告が実際に支出したものであるから、損害として評価すべきもので

ある。 

   ｅ ゲーム「トリカゴ スクラップマーチ」とのコラボ企画 20 

(a) 得られたであろう収益について 

      原告は、平成３１年１月１２日、株式会社クラフトワーク（以下

「クラフトワーク」という。）との間で、同社に対し、ＤｅＮＡが展

開するゲーム「トリカゴ スクラップマーチ」において、キャラクタ

ーちぃたんのデザインを使用することを許諾するとともに、そのロ25 

イヤリティを１１５万円（消費税別）とすることを合意した。しか
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し、クラフトワークは、本件被告行為に係る報道を見たとして、上

記の使用を中止するとの判断を示し、原告は、結果として、１１５

万円（消費税別）のロイヤリティの支払を受けられなかった。 

(b) 控除すべき費用について 

ゲーム「トリカゴ スクラップマーチ」とのコラボ企画に監修担5 

当者として関与した者は、原告の従業員である。原告は、当該従業

員に対し、当該企画と関係なく給与等を支払っているから、これら

の給与等は、逸失利益の算定に当たって控除すべき費用に当たらな

い。むしろ、当該費用は、原告が実際に支出したものであるから、

損害として評価すべきものである。 10 

   ｆ 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（以下「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」という。）と

のムック本企画 

(a) 得られたであろう収益について 

     原告は、ＫＡＤＯＫＡＷＡとの間で、平成３１年２月２１日販売

予定の「まるごとちぃたん☆ブック」と題するムック本の制作準備15 

を進めていた。平成３０年１２月２６日には、当該ムック本の付録

となるバッグのデザインが確定し、平成３１年２月６日には、ＫＡ

ＤＯＫＡＷＡから使用許諾契約書のドラフト修正版が原告に送付さ

れ、正式に使用許諾契約を締結しようとしていた矢先に、本件被告

行為により、当該企画は頓挫した。原告は、締結予定だった使用許20 

諾契約に基づき、ＫＡＤＯＫＡＷＡから、著作権使用料として次の

支払を受けられる予定であった。 

①１万５０００部までにつき、出版物の定価×７．５パーセント

×決定部数 

②１万５００１部以降につき、出版物の定価×１０パーセント×25 

決定部数 
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      初版部数は１万５０００部、定価は１６００円とされていたから、

原告は、少なくとも初版部数に関し、１８０万円の著作権使用料の

支払を受けられなかった。 

(b) 控除すべき費用について 

この企画にアテンドやアクター、監修担当者として関与した者は、5 

原告の従業員である。原告は、当該従業員に対し、当該企画と関係

なく給与等を支払っているから、これらの給与等は、逸失利益の算

定に当たって控除すべき費用に当たらない。むしろ、当該費用は、

原告が実際に支出したものであるから、損害として評価すべきもの

である。 10 

(ｲ) 放送が不可能となったアニメの制作費用 

    前記(10)（原告の主張）のとおり、原告は、平成３１年４月の放送開

始に向けて、テレビアニメ企画の準備を進め、平成３０年１０月２５日、

インフィニティビジョンに対し、妖精ちぃたん☆製作委員会の代表幹事

会社として、委託費１６００万円（消費税別）で当該アニメの制作を委15 

託し、当該契約に基づき、同年１２月２６日に８６４万円（消費税込み）、

平成３１年２月１８日に８６４万円（消費税込み）をそれぞれ支払った。 

 しかし、テレビ東京宛書面送付行為を受けて、同月１５日、当該アニ

メの放送が中止されることとなった。当該アニメは、１話が１分３０秒

と短いことから、他に転用することが困難で、制作の目的を達成するこ20 

とが不可能となった。これは、上記制作委託費と同額の価値を有する原

告の財産権が完全に失われたに等しいものである。 

したがって、原告には、少なくとも制作委託費として原告が支出した

１７２８万円（消費税込み）の損害が発生した。 

ウ 無形損害 25 

被告による営業誹謗行為及び名誉毀損行為によって原告の社会的評価が
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低下させられたところ、それによって生じた無形損害の額は５００万円を

下らない。 

エ 弁護士費用相当損害金 

本件被告行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金の額は３９３

万円である。 5 

（被告の主張） 

ア 本件被告行為と原告が主張する各損害との間に相当因果関係がないこと 

別紙原告損害整理表の番号１ないし７記載の各企画の当事者は、本件被

告行為があったからといって、直ちに当該企画を中止するわけではなく、

原告から事情を聴取したり、原告が被告から許諾を受けた正当な権利者で10 

あることを裏付ける契約書等の提出を求めたりして、情報を収集した上で、

実施の可否を主体的に判断するはずである。 

しかし、原告は、知的財産権を利用したビジネスをするにもかかわらず、

被告から教示された手続を取らず、永年かつ無償かつ無限定の使用許諾を

受けた等と称して、キャラクターちぃたんに関する権利が不確実かつ不明15 

確なまま、独自の判断で営業活動を拡大させたものであって、自己の権原

を的確に証明する契約書等も保持していなかった。そのため、上記各企画

の当事者は、原告が取引上必要な権利処理すらしていない杜撰な事業者で

あって、およそ知的財産権を利用したビジネスを共同で行うことはできな

いと判断し、各企画を中止したと考えられる。 20 

    そうすると、仮に本件被告行為をきっかけとして上記各企画が中止され

たとしても、それは原告自身の知的財産権の管理等の問題に起因するもの

である。そして、上記各企画が中止に至った唯一の原因が本件被告行為で

あって他に原因がないこと等についての立証はない。 

したがって、本件被告行為と原告が主張する各損害との間に相当因果関25 

係はない。 
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イ 本件被告行為と相当因果関係のある逸失利益の有無及びその額について 

(ｱ) 別紙原告損害整理表の番号１ないし７記載の各企画が中止になったと

しても、以下のとおり、それだけで直ちに逸失利益が生じるとはいえな

い。 

ａ Ｓ－ＰＡＲＫ案件について 5 

原告の主張によっても、当該ＣＭの収録が終わり、納品もされてい

るというのであるから、ＣＭの放送が中止になったとしても、通常は

少なくとも出演料の一部が支払われるはずである。 

  それが支払われていないとすれば、原告がフジテレビとの契約条件

に違反したこと等が原因と考えられるから、フジテレビ宛書面送付行10 

為又は本件被告行為と相当因果関係がある損害とはいえない。 

    ｂ 太田胃にゃんとのコラボ企画について 

原告は、冬バージョンのＣＭの撮影が中止になったと主張するとこ

ろ、そうであれば、その日に当該撮影に使用する予定であったちぃた

ん着ぐるみや、中に入る予定であったスーツアクターを使って、Ｙｏ15 

ｕＴｕｂｅ向けの動画を撮影したり、イベントに参加したりするなど、

他の方法で稼働し、利益を得ることが可能であったといえる。 

(ｲ) 逸失利益の算定に当たっては、経費を適切に控除する必要がある。し

かし、原告が経費として主張する額を前提とすると、各企画の利益率は、

驚異的に高く、通常あり得ないものであるから、実際の経費はより高額20 

であることが合理的に推認できる。 

また、原告は、太田胃にゃんとのコラボ企画についての一部の経費を

除き、これらの経費を実際に支出しているのであるから、損害として評

価すべきである等と主張する。しかし、原告のこの主張は、当該経費す

ら控除せずに売上げそのものを損害と主張するものであって、逸失利益25 

ではなく「逸失売上げ」を損害と主張するに等しいものである。さらに、
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この主張は、本件被告行為によって生じた逸失利益（消極損害）を得る

ために要する経費を、余分に支出を要した費用（積極損害）と構成する

ものであって、消極損害と積極損害とを混同しており失当である。 

ウ 無形損害及び弁護士費用相当損害金について 

否認ないし争う。 5 

(14) 争点７（著作権侵害の成否）について 

（被告の主張） 

ア ちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真はし

んじょう君オリジナルの二次的著作物であること 

原告は、平成２９年９月２７日以降、しんじょう君オリジナルを翻案し10 

て、順次、ちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ

写真を制作又は製作した。 

したがって、ちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐ

るみ写真は、しんじょう君オリジナルの二次的著作物である。 

そして、上記の制作等行為は、いずれもしんじょう君オリジナルの著作15 

権者である被告の許諾を得ることなく無断でされたものであるから、被告

の翻案権を侵害する。 

イ 原告によるちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐる

み写真の使用行為が被告の著作権を侵害すること 

(ｱ) ちぃたん物品の頒布行為 20 

原告は、平成２９年１１月頃以降、ちぃたんオリジナルを複製（多少

の修正増減を含む。）したちぃたんイラスト及びちぃたん着ぐるみ写真を

付し、又は、これらの外観を備えたちぃたん物品を頒布している。 

前記アのとおり、ちぃたんオリジナルはしんじょう君オリジナルの二

次的著作物であるから、ちぃたんオリジナルを複製したちぃたんイラス25 

トも同様である。そうすると、しんじょう君オリジナルの著作権者であ
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る被告は、二次的著作物であるちぃたんイラスト及びちぃたん着ぐるみ

写真の使用に関し、著作権の各支分権であってちぃたんイラスト及びち

ぃたん着ぐるみ写真の著作権者が有するものと同一の種類の権利を専有

するから、原告は、被告との合意によらなければ、ちぃたんイラスト及

びちぃたん着ぐるみ写真を使用することができない。しかし、ちぃたん5 

イラスト及びちぃたん着ぐるみ写真の使用に関し、原告と被告との間の

合意は存在しない。 

したがって、原告がちぃたん物品を頒布することは、被告の複製権及

び譲渡権を侵害する。 

(ｲ) ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を用いた活動 10 

原告は、平成２９年１１月頃以降、ちぃたん着ぐるみ及びその複製物

を用いて、各種イベントを開催したり、広告宣伝及び販売促進活動を行

ったりしている。 

しんじょう君オリジナルの著作権者である被告は、二次的著作物であ

るちぃたん着ぐるみ及びその複製物の使用に関し、著作権の各支分権で15 

あってちぃたん着ぐるみ及びその複製物の著作権者が有するものと同一

の種類の権利を専有するから、原告は、被告との合意によらなければ、

ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を使用することができない。しかし、

ちぃたん着ぐるみ及びその複製物の使用に関し、原告と被告との間の合

意は存在しない。 20 

したがって、原告がちぃたん着ぐるみ及びその複製物を使用してイベ

ントを開催等することは、被告の展示権を侵害する。 

また、原告がちぃたん着ぐるみの複製物を製作することは、被告の複

製権を侵害する。 

(ｳ) キャラクターちぃたんの動画及びアニメーションにおける使用行為 25 

原告は、平成２９年１１月頃以降、ちぃたん着ぐるみ及びその複製物
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を撮影して制作した動画並びにちぃたんイラストを使用して制作したア

ニメーションを放送したり、インターネットで配信したり、イベント会

場で上映したりしている。 

前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり、原告は、被告との合意によらなければ、ち

ぃたん着ぐるみ及びその複製物並びにちぃたんイラストを使用すること5 

ができないところ、ちぃたん着ぐるみ及びその複製物並びにちぃたんイ

ラストの使用に関し、原告と被告との間の合意は存在しない。 

したがって、原告がちぃたん着ぐるみ及びその複製物並びにちぃたん

イラストを使用して制作した動画及びアニメーションを放送、配信及び

上映することは、被告の公衆送信権及び上映権を侵害する。 10 

（原告の主張） 

キャラクターちぃたんのデザインの制作に当たり、しんじょう君のデザイ

ンが参考にされていたものの、両者は配色や頭部の髪の毛の有無、帽子の形

状などに顕著な差があるなど、数多くの相違が存在することから、両者は、

外観上相紛れるおそれのないデザインであり、全体として非類似であること15 

は明らかである。キャラクターちぃたんとキャラクターしんじょう君の両者

のデザインに一定の類似性があるとしても、それは、同じモチーフであるカ

ワウソを使用して、同じ著作者により制作されたことに起因するものであっ

て、著作者の個性が発露した結果として、限定的な類似部分が生じたにすぎ

ない。 20 

したがって、ちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐる

み写真はしんじょう君オリジナルの二次的著作物に当たらないから、これら

の制作、使用等の行為がしんじょう君オリジナルに係る被告の著作権を侵害

することはない。 

(15) 争点８（商標権侵害の成否）について 25 

（被告の主張） 
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ア 原告による使用行為 

原告は、平成２９年１１月頃以降、ちぃたんイラスト及びちぃたん着ぐ

るみ写真を付し又はこれらの外観を備えたちぃたん物品を頒布し、各種イ

ベントの企画・運営又は開催、広告宣伝、販売促進活動において、ちぃた

ん着ぐるみ及びその複製物を使用している。 5 

イ 本件被告商標とちぃたんイラスト等は類似すること 

(ｱ) ちぃたんイラストとの類否 

ａ 本件被告商標とちぃたんイラストの外観は、いずれもカワウソを擬

人化したキャラクターであり、丸い顔と縦長楕円の目、ウエストのく

びれがない楕円形の胴、短い手足及び短い尻尾からなり、二本足で立10 

っている点において共通している。 

また、本件被告商標とちぃたんイラストは、いずれもカワウソとの

観念を想起させる。 

これに対し、本件被告商標は「しんじょうくん」、ちぃたんイラスト

は「ちぃたん」との称呼を生じさせるものの、ちぃたんイラストから、15 

常に「ちぃたん」という称呼が生じるわけではないから、両者の間の

称呼における差異は有意なものではない。 

ｂ 被告は、正規に使用許可を申請した使用者に対し、しんじょう君着

ぐるみ写真、しんじょう君イラストを商品等に使用することを許諾し

ており、令和４年６月時点でも、使用者は、累計１５００件以上に及20 

び、しんじょう君着ぐるみ写真、しんじょう君イラストを付した様々

なキャラクターグッズを販売している。その中には、原告が頒布する

前記アの物品と同種の物が多数存在する。 

また、キャラクターしんじょう君及びキャラクターちぃたんは、い

わゆる「ゆるキャラ」、「ご当地キャラ」等であり、いずれも「ゆるキ25 

ャラグランプリ」に出場したことからも明らかなとおり、その活動領
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域は重なっており、需要者も共通している。 

ｃ このような取引の実情の下においては、取引者、需要者は、本件被

告商標とちぃたんイラストの外観、呼称又は観念に基づく印象、記憶、

連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか

ら、本件被告商標とちぃたんイラストは類似している。 5 

(ｲ) ちぃたん着ぐるみとの類否 

前記(ｱ)と同様に、本件における取引の実情の下においては、取引者、

需要者は、本件被告商標とちぃたん着ぐるみの外観、呼称又は観念に基

づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取る

おそれがあるから、本件被告商標とちぃたん着ぐるみは類似している。 10 

なお、本件被告商標とちぃたん着ぐるみとの表現形式の差異は、その

類否を左右するものとはいえない。 

(ｳ) ちぃたん着ぐるみ写真との類否 

前記(ｱ)と同様に、本件における取引の実情の下においては、取引者、

需要者は、本件被告商標とちぃたん着ぐるみ写真の外観、呼称又は観念15 

に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け

取るおそれがあるから、本件被告商標とちぃたん着ぐるみ写真は類似し

ている。 

なお、本件被告商標とちぃたん着ぐるみ写真との表現形式の差異は、

その類否を左右するものとはいえない。 20 

ウ 本件被告商標の指定商品又は指定役務と同一であるか又は類似する商品

又は役務について使用されたこと 

(ｱ) ちぃたん着ぐるみ写真及びちぃたんイラストを、本件被告商標の指定

商品又は指定役務と同一であるか又は類似する商品又は役務に使用して

いること 25 

原告が販売するちぃたん物品は、本件被告商標の指定商品に該当する。 
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     また、原告が、その他のキャラクターグッズ（トートバッグ、巾着袋、

ポーチ、バスボール、スマホカバー、スマホクリーナー、モバイルバッ

テリー、パスケース、キーカバー、リップケース、マグカップ、ギター

ピック、ミラー、タオル、フェイスタオル、ハンドタオル、缶バッジ、

チケットホルダー、根付、アクリルネームプレート、アクリルスタンド）5 

を販売することは、本件被告商標の指定役務である「衣料品・飲食料品

及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供」に該当する。 

     したがって、原告は、ちぃたん着ぐるみ写真及びちぃたんイラストを、

本件被告商標の指定商品又は指定役務と同一であるか又は類似する商品10 

又は役務に使用している。 

(ｲ) ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を本件被告商標の指定役務と同一で

あるか又は類似の役務に使用していること 

各種イベントの企画・運営又は開催は、本件被告商標の指定役務であ

る「セミナーの企画・運営又は開催」、「映画・演芸・演劇又は音楽の演15 

奏の興行の企画又は運営」、「スポーツの興行の企画・運営又は開催」又

は「興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行

及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するもの

を除く。）」と同一であるか又は類似する。 

また、広告宣伝又は販売促進活動は、本件被告商標の指定役務である20 

「広告業」、「商品の販売に関する情報の提供」と同一であるか又は類似

する。 

したがって、原告は、ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を、本件被告

商標の指定役務と同一であるか又は類似する役務に使用している。 

（原告の主張） 25 

ア 原告による使用行為がないこと 
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原告は、ちぃたん物品の販売者等に対し、ちぃたん着ぐるみ写真及びち

ぃたんイラストの使用を許諾しているにすぎず、自らちぃたん物品を販売

していない。 

イ 本件被告商標とちぃたんイラスト等は類似していないこと 

前記(14)（原告の主張）のとおり、本件被告商標とちぃたんイラスト等5 

は類似していない。 

ウ 本件被告商標の指定商品又は指定役務と同一であるか又は類似する商品

又は役務について使用されたことについて 

ちぃたん物品が本件被告商標の指定商品に該当することは認める。 

これに対し、ちぃたん着ぐるみが第三者の主宰するイベントやＣＭ等に10 

出演したことが、「セミナーの企画・運営又は開催」、「広告業」又は「商品

の販売に関する情報の提供」に当たるとはいえない。 

(16) 争点９（不競法２条１項２号所定の不正競争の成否）について 

（被告の主張） 

ア 被告は、平成２５年、ご当地キャラであるキャラクターしんじょう君の15 

新たなデザインを選定し、その後、しんじょう君オリジナル、しんじょう

君着ぐるみ、しんじょう君着ぐるみ写真及びしんじょう君オリジナルを複

製（多少の修正増減を含む。）したしんじょう君イラストを用いて、キャラ

クターしんじょう君の知名度及び人気の向上に尽力した。そして、平成２

８年までには、キャラクターしんじょう君は、海外へ進出したり、各種イ20 

ベント、テレビ番組、テレビＣＭ等に積極的に出演したりして、活動の場

を更に広げ、被告の地域おこしやＰＲ活動のために尽力し、大きく知名度

及び人気を高めた。 

その結果、キャラクターしんじょう君は、平成２８年１１月、１４２１

体のキャラクターが参加した「ゆるキャラグランプリ２０１６」において、25 

グランプリ（１位）に選出された。また、キャラクターしんじょう君は、
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同月１０日、「高知県キャラクター観光特使」の第１号に委嘱され、被告だ

けではなく高知全体の魅力を発信していく重要な公的役割を担うことにな

った。 

さらに、キャラクターしんじょう君が積極的に宣伝活動を続けた「すさ

きがすきさ応援寄附金」（ふるさと納税）は、キャラクターしんじょう君が5 

「ゆるキャラグランプリ」で優勝したことも大きく影響して、平成２８年

度は約６万０２５０件、約１０億円に及んだ。 

イ このように、しんじょう君オリジナル、しんじょう君着ぐるみ、しんじ

ょう君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラストは、平成２８年までには、

被告の商品及び活動を示す表示であることが、全国的に広く認識されてい10 

る状態となった。 

したがって、しんじょう君オリジナル、しんじょう君着ぐるみ、しんじ

ょう君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラストは、いずれも被告の著名な

商品等表示である。 

（原告の主張） 15 

キャラクターしんじょう君は、飽くまでも被告のＰＲキャラクターとして

一定の範囲で認知度を得たにすぎず、全国的に広く認識された状態となって

いない。 

したがって、しんじょう君オリジナル、しんじょう君着ぐるみ、しんじょ

う君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラストは、いずれも被告の著名な商品20 

等表示とはいえない。 

(17) 争点１０－１（被告の商品等表示として周知なものか）について 

（被告の主張） 

   前記(16)（被告の主張）のとおり、しんじょう君オリジナル、しんじょう

君着ぐるみ、しんじょう君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラストは、平成25 

２８年までには、被告の商品及び活動を示す表示であることが、少なくとも
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ご当地キャラのファン等の間では広く認識されている状態となった。 

したがって、しんじょう君オリジナル、しんじょう君着ぐるみ、しんじょ

う君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラストは、被告の商品等表示として周

知なものである。 

（原告の主張） 5 

しんじょう君オリジナル、しんじょう君着ぐるみ、しんじょう君着ぐるみ

写真及びしんじょう君イラストがご当地キャラのファン等の間で広く認識さ

れている状態となったとの評価は争う。 

したがって、しんじょう君オリジナル、しんじょう君着ぐるみ、しんじょ

う君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラストは、被告の商品等表示として周10 

知なものとはいえない。 

(18) 争点１０－２（被告の「営業と混同を生じさせる行為」であるか）につい

て 

（被告の主張） 

ちぃたん着ぐるみ写真及びちぃたんイラストを付した商品と、しんじょう15 

君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラストを付した商品とは、いずれもキャ

ラクターグッズであって、需要者（消費者、取引事業者等）を共通にしてい

る。 

   また、ちぃたん着ぐるみが提供する役務と、しんじょう君着ぐるみが提供

する役務とは、いずれもゆるキャラ、ご当地キャラ等の活動であって、需要20 

者を共通にしている。 

   さらに、原告が、ちぃたんオリジナルをしんじょう君オリジナルに非常に

似せて制作させたこともあって、ちぃたん着ぐるみ写真としんじょう君着ぐ

るみ写真、ちぃたんイラストとしんじょう君イラスト、ちぃたん着ぐるみと

しんじょう君着ぐるみは、それぞれ非常に酷似している。 25 

   したがって、需要者が、ちぃたん着ぐるみ写真及びちぃたんイラストを付



 

57 

 

した商品並びにちぃたん着ぐるみが提供する役務について、しんじょう君着

ぐるみ写真及びしんじょう君イラストを付した商品並びにしんじょう君着ぐ

るみが提供する役務と出所が同一であると誤認するおそれがあり、少なくと

も、後者と何らかの関係が存すると誤認するおそれがある。 

（原告の主張） 5 

前記(14)（原告の主張）のとおり、キャラクターちぃたんとキャラクター

しんじょう君とは、そのデザインが全体として非類似であり、かつ、キャラ

クター全体から受ける印象が相当に異なるから、誤認混同のおそれはない。 

(19) 争点１５（許諾に係る期間が満了したか）について 

（被告の主張） 10 

キャラクターしんじょう君の使用許諾に当たり、その期間は２年以内とさ

れているから、キャラクターちぃたんに係る使用許諾に係る期間も最長で２

年に制限され、改めて許諾を得ない限り、それを超える使用は認められない。 

したがって、仮にキャラクターちぃたんに係る使用行為について黙示の許

諾があったとしても、キャラクターちぃたんは、平成２９年１２月１５日か15 

ら活動を開始しているから、令和元年１２月１４日をもって黙示の許諾に係

る期間が満了した。 

（原告の主張） 

前記(7)（原告の主張）アのとおり、被告は、原告に対し、原告によるちぃ

たんオリジナル及びこれに基づいて製作されたちぃたん着ぐるみの使用及び20 

活動に関し、何ら期限及び制限を付すことなく黙示に許諾していたから、許

諾に係る期間が付されていたことを前提とする被告の主張は失当である。 

(20) 争点１６（差止め等の必要性）について 

（被告の主張） 

ア 著作権法１１２条１項に基づく差止請求 25 

(ｱ) 原告がちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ、ちぃたん着ぐるみ写
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真を制作又は製作する行為は、しんじょう君オリジナルに係る被告の翻

案権を侵害し、原告がちぃたんイラスト、ちぃたん着ぐるみ及びちぃた

ん着ぐるみ写真を使用する行為は、二次的著作物の利用に関する原著作

者の権利として専有するちぃたんイラスト、ちぃたん着ぐるみ及びちぃ

たん着ぐるみ写真に係る被告の複製権、譲渡権、公衆送信権及び上映権5 

を侵害する。 

(ｲ) したがって、原告に対し、①ちぃたん物品の頒布、②ちぃたん着ぐる

み及びその複製物を用いてイベントを開催すること等並びに③ちぃたん

着ぐるみ及びその複製物を撮影した動画又はちぃたんイラストを使用し

たアニメーションの放送、自動公衆送信、送信可能化及び上映の差止め10 

を命じる必要がある。 

イ 商標法３６条１項及び不競法３条１項に基づく差止請求 

(ｱ) 原告は、本件被告商標と類似する写真、イラスト等を付したちぃたん

物品を販売したり、ちぃたん着ぐるみ及びその複製物を用いたイベント

の開催等をしたりしているところ、この原告の行為は、本件被告商標権15 

を侵害する。 

また、原告は、被告の著名な商品等表示であり、かつ、商品等表示と

して需要者の間に広く認識されているしんじょう君オリジナル、しんじ

ょう君着ぐるみ、しんじょう君着ぐるみ写真及びしんじょう君イラスト

と類似するちぃたん物品を頒布したり、ちぃたん着ぐるみ及びその複製20 

物を用いたイベントの開催等をしたりしているところ、この原告の行為

は、不競法２条１項２号及び１号の不正競争に該当する。 

(ｲ) したがって、原告に対し、①ちぃたん物品の譲渡、引渡し、譲渡又は

引渡しのための展示、輸出及び電気通信回線を通じて提供することの差

止め並びに②イベントの開催等においてちぃたん着ぐるみ及びその複製25 

物を使用することの差止めを命じる必要がある。 
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ウ 著作権法１１２条２項、商標法３６条２項及び不競法３条２項に基づく

廃棄請求 

前記ア(ｱ)及びイ(ｱ)によれば、原告に対し、①ちぃたん物品の廃棄並び

に②ちぃたん着ぐるみ及びその複製物の廃棄を命じる必要がある。 

（原告の主張） 5 

    否認ないし争う。 

(21) 争点１７－１（原告の故意又は過失の有無）について 

（被告の主張） 

ア 原告には故意があること 

原告は、権原がないままキャラクターちぃたんの使用行為に及んだもの10 

であるから、故意があることは明らかである。 

イ 原告には過失があること 

(ｱ) 他人の商標権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があった

ものと推定される（商標法３９条が準用する特許法１０３条）。 

(ｲ) 原告による著作権侵害行為及び不正競争行為についても、被告は、原15 

告に対し、平成３１年１月１９日到達の本件被告通知をもって、キャラ

クターちぃたんの使用行為の差止めを請求したから、原告は、少なくと

も同日以降、被告がキャラクターちぃたんの使用行為を許諾していない

ことを明確に認識できた。 

したがって、原告には、少なくとも本件被告通知が到達した日の翌日20 

である同月２０日以降において、権原がないままキャラクターちぃたん

の使用行為に及んだことについて過失がある。 

（原告の主張） 

否認ないし争う。 

(22) 争点１７－２（被告の損害の有無及びその額）について 25 

（被告の主張） 
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ア 原告が得た利益相当額に係る損害額 

(ｱ) 原告が、著作権、商標権及び不正競争による営業上の利益を侵害する

行為により利益を受けているときは、その利益の額は、被告が受けた損

害の額と推定される（著作権法１１４条２項、商標法３８条２項、不競

法５条２項）。 5 

(ｲ) 原告は、これまでに、キャラクターちぃたんの営業活動によって、少

なくとも年間２０００万円の売上げを得ていた。 

他方、経費についてみると、キャラクターちぃたんに係る営業活動は、

基本的には商品にキャラクターちぃたんのイラストや写真を付す形での

キャラクタービジネスであるから、ちぃたん着ぐるみのスーツアクター10 

の人件費及びアニメ制作費のような特別の支出を除くと、経常的にはほ

とんど経費を要しない。そうすると、売上げに占める利益率は、低く見

積もっても３０パーセントを下らない。 

したがって、原告がキャラクターちぃたんの使用行為によって得てい

る利益は、少なくとも、年額にして６００万円、月額にして５０万円を15 

下らない。 

(ｳ) 前記(ｲ)の事実関係を前提として、原告がキャラクターちぃたんの使用

行為によって得た利益を算定すると、平成３１年１月２０日から令和５

年２月２８日までの間（４年１月余り）につき、その額は少なくとも２

４５０万円を下らない。 20 

仮にキャラクターちぃたんに係る使用行為について黙示の許諾があっ

たとしても、前記(19)（被告の主張）のとおり、令和元年１２月１４日

をもって黙示の許諾に係る期間が満了したところ、同月１５日から令和

５年２月２８日までの間（３年２月余り）に原告がキャラクターちぃた

んの使用行為によって得た利益の額は、少なくとも１９００万円を下ら25 

ない。 
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(ｴ) したがって、被告が被った損害の額は、２４５０万円（主位的主張）

又は１９００万円（予備的主張）を下らない。 

イ 弁護士費用相当損害金 

原告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金の額は、少

なくとも２４５万円（主位的主張）又は１９０万円（予備的主張）を下ら5 

ない。 

ウ まとめ 

以上によれば、被告に生じた損害の額は次のとおりとなる。 

(ｱ) 主位的主張 

２６９５万円並びにうち７７０万円（平成３１年１月２０日から令和10 

２年３月３１日までに生じた損害金）に対する令和２年３月３１日から

支払済みまでの改正前民法所定年５分の割合による遅延損害金及びうち

１９２５万円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた

損害金）に対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３

パーセントの割合による遅延損害金 15 

(ｲ) 予備的主張 

２０９０万円並びにうち１６５万円（令和元年１２月１５日から令和

２年３月３１日までに生じた損害金）に対する令和２年３月３１日から

支払済みまでの改正前民法所定年５分の割合による遅延損害金及びうち

１９２５万円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた20 

損害金）に対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３

パーセントの割合による遅延損害金 

（原告の主張） 

否認ないし争う。 

(23) 争点１８（不当利得返還請求の当否）について 25 

（被告の主張） 
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ア 原告は、キャラクターちぃたんの使用行為によって、平成３１年１月２

０日から令和５年２月２８日までの間（４年１月余り）につき、少なくと

も２４５０万円を下らない利益を、令和元年１２月１５日から令和５年２

月２８日までの間（３年２月余り）につき、少なくとも１９００万円を下

らない利益を、それぞれ得た。 5 

そして、原告は、上記の使用行為につき、法律上の権限なく、被告の著

作権、商標権及び商品等表示を使用して、同利益を受け、そのために被告

に損失を及ぼしたことになるから、不当利得として、同利益を被告に返還

する義務を負う。 

また、前記(21)（被告の主張）のとおり、原告は、権原がないままキャ10 

ラクターちぃたんの使用行為に及んだことについて故意又は過失があるか

ら、悪意の受益者である。したがって、原告は、同利益に利息を付して返

還しなければならない。 

イ 以上によれば、原告が被告に返還すべき利得金は次のとおりとなる。 

(ｱ) 主位的主張 15 

２４５０万円並びにうち７００万円（平成３１年１月２０日から令和

２年３月３１日までに生じた利得金）に対する令和２年３月３１日から

支払済みまでの改正前民法所定年５分の割合による利息及びうち１７５

０万円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた利得金）

に対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３パーセン20 

トの割合による利息 

(ｲ) 予備的主張 

１９００万円並びにうち１５０万円（令和元年１２月１５日から令和

２年３月３１日までに生じた利得金）に対する令和２年３月３１日から

支払済みまでの改正前民法所定年５分の割合による利息及びうち１７５25 

０万円（令和２年４月１日から令和５年２月２８日までに生じた利得金）
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に対する令和５年２月２８日から支払済みまでの民法所定年３パーセン

トの割合による利息 

（原告の主張） 

否認ないし争う。 

第３ 当裁判所の判断 5 

１ 認定事実等 

前提事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認め

られる。  

(1) ちぃたんオリジナルの制作及びちぃたん着ぐるみの製作の経緯 

ア 原告と被告とのやり取りの端緒 10 

(ｱ) 原告は、平成２９年４月１０日に出生したカワウソちぃたんを飼育し、

同年８月８日から令和５年５月３０日までチバテレで放送されていた本

件番組に司会者として出演させていた（前提事実(3)ア、甲１１８）。 

平成２９年８月当時、カワウソちぃたんのツイッターアカウントに対

するフォロワー数は３０万人を超えていた（甲７)。 15 

(ｲ) 本件番組の企画案として、カワウソちぃたんと同様にカワウソをモチ

ーフとした被告のご当地キャラクターであるキャラクターしんじょう君

をゲストとして呼ぶという案が浮上したことから、本件番組の番組制作

プロデューサーであったＡⅰは、平成２９年８月２２日、被告元気創造

課に対し、出演依頼の連絡をした。当時、被告元気創造課の元気創造係20 

に所属していたＢⅰは、Ａⅰからの当該連絡に対し、被告側の担当者と

して対応した。ＡⅰがＢⅰに対し、同年９月１９日放送分（第７回）か

ら同年１０月３日放送分（第９回）までの３回分について、キャラクタ

ーしんじょう君のゲスト出演を打診したところ、Ｂⅰに快諾されたこと

から、同年９月４日及び５日にかけて、キャラクターしんじょう君がゲ25 

ストとして参加する放送３回分の撮影がされることとなった。（甲６、１
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１８、乙７２）。 

Ａⅰは、上記の撮影に合わせて東京を訪れたＢⅰと会談し、カワウソ

ちぃたんを須崎市観光大使に就任させることなどを提案した（甲１１８、

乙２０３）。 

(ｳ) Ｂⅰは、前記(ｲ)の東京出張から須崎市に戻った後、Ｃⅰに対し、カワ5 

ウソちぃたんを被告の観光大使に就任させたいとの申し出があり、委嘱

する方向で話を進めたいとの提案をしたところ、Ｃⅰは、これを了承し

た（乙２０３、２０４）。 

(ｴ) ＡⅰとＢⅰは、前記(ｲ)の会談後から、主にＬＩＮＥを使用してやり取

りを重ね、カワウソちぃたんとキャラクターしんじょう君それぞれのＳ10 

ＮＳの投稿に対して互いにリツイートすることなどを相談していた（甲

８、乙７６）。 

イ ちぃたん着ぐるみのデザイン確定に至る経緯 

(ｱ) 被告によるＤⅰの紹介 

Ｂⅰは、平成２９年９月１３日、Ａⅰに対し、カワウソちぃたんの須15 

崎市観光大使就任の件について内々で了承されそうである旨の連絡をし

た（甲８、乙７６）。原告は、当時、カワウソちぃたんの着ぐるみを製作

してキャラクター化することを検討していたところ、原告代表者は、Ｂ

ⅰからの上記の連絡を受けて、Ａⅰに対し、カワウソちぃたんの観光大

使就任について了解するとともに、カワウソちぃたんの着ぐるみ製作に20 

ついて相談した（甲１１９、証人Ａⅰ）。そこで、Ａⅰは、Ｂⅰに対し、

キャラクターしんじょう君を制作したデザイナーにカワウソちぃたんの

着ぐるみのデザインを依頼することが可能かどうか、カワウソちぃたん

のキャラクターをキャラクターしんじょう君の友達という設定とした上

で、被告においてカワウソちぃたんのキャラクターの着ぐるみを製作し25 

てもらうことが可能かどうかを照会した（甲８、乙７６）。これを受けて、
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Ｂⅰは、Ａⅰに対し、デザイナー及び製作会社についてはいずれも紹介

できるものの、被告において着ぐるみを製作することについては相談を

要する旨の回答をした（甲８、乙７６）。 

また、Ｂⅰは、同月１７日、Ａⅰに対し、改めて、観光大使の件につ

いて市長にも話が通っている旨の連絡をした（甲８、乙７６）。 5 

Ａⅰは、同月２４日、Ｂⅰに連絡をしたところ、ちょうどＢⅰが東京

に来ていたことから、Ａⅰが作成した広報協力案をＢⅰと共有した上、

ＡⅰとＢⅰは、渋谷所在の居酒屋「土間土間・宮益坂店」において、打

合せをした。上記広報協力案においては、ちぃたん（着ぐるみを含む。）

が被告に対して協力する内容として、①ＳＮＳでしんじょう君（被告）10 

をＰＲする、②被告主催イベントへの出演、③国内外のゆるキャライベ

ントへの出演、④地方局テレビ番組への出演及び⑤観光大使任命式への

出演が挙げられていた。（甲８、乙７６） 

Ａⅰは、Ｂⅰとの打合せ終了後、原告代表者に対し、打合せの結果と

共に、着ぐるみのデザイナーと製作会社を紹介してもらえる旨を報告し15 

たところ、原告代表者は、着ぐるみについては原告が製作費用を負担す

るので先に進めてほしい旨を回答した（甲１１７）。 

Ａⅰが、同月２５日、Ｂⅰに対し、製作費用を原告が負担してすぐに

着ぐるみ製作に着手したい旨及びちぃたんのゆるキャラは「しんじょう

君の親友」という設定にしたいことから「しんじょう君」に似せて作り20 

たい旨を示した上、デザイナーの紹介を依頼したところ、Ｂⅰは、この

依頼を了承した。しかし、Ａⅰは、同日のうちに、Ｂⅰが紹介した着ぐ

るみ製造会社から、年内は受注できないとの連絡を受けた。（甲８、乙７

６） 

Ｂⅰは、同月２７日、Ａⅰに対し、しんじょう君オリジナルの制作者25 

であるＤⅰの連絡先を伝えた（甲８、乙７６）。 
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(ｲ) 着ぐるみのデザイン制作についての原告と被告とのやり取り 

Ａⅰは、原告代表者に対し、Ｂⅰから聞いたＤⅰの連絡先を伝え、そ

の後、原告とＤⅰとの間で、カワウソちぃたんの着ぐるみのデザイン制

作についてのやり取りがされた（甲９１、乙８０）。 

Ｄⅰから、平成２９年１０月３日に上記着ぐるみのデザインラフの最5 

初の提案が、同月６日に同２回目の提案が、それぞれされたことから、

原告は、同日、Ａⅰを通じて、Ｂⅰに当該デザインラフを送った。その

後、ＡⅰとＢⅰとの間で、上記デザインラフについてのやり取りがされ、

Ｂⅰは、Ａⅰに対し、「象徴的なワンポイントいりますよね」、「デザイン

は概ねゴーですけど」などとコメントした。（甲８、９１、乙７６、８０） 10 

原告とＤⅰは、上記着ぐるみのデザイン制作についての相談を進め、

Ｄⅰから、同月１１日、原告に対し、デザインラフの５回目の提案がさ

れた。原告が、同日、Ａⅰを通じて、上記デザインラフをＢⅰに送った

ところ、Ｂⅰは、同月１２日、Ａⅰに対し、「個人的には目に光が無い方

がいい気もします。目があっちゃうので」、「いやしかしうちとの対比で15 

いいかもしれません」とコメントした。（甲８、９１、乙７６、８０） 

同月２４日までに上記着ぐるみのデザインがほぼ確定したことから、

原告は、同日、Ａⅰを通じて、Ｂⅰに対し、「ちぃたんのイラスト（ほぼ

確定）です」と添えてイラストを送ったところ、Ｂⅰは、「…こっちのが

いいですね」等とコメントした (甲８、乙７６）。 20 

Ｂⅰは、同日、Ｃⅰに対し、原告がカワウソちぃたんに係るゆるキャ

ラを制作しようとしていること、そのデザインがほぼ出来上がっており、

着ぐるみも製作中であることを報告するとともに、原告からＡⅰを通じ

て送られた上記イラストを示した。Ｃⅰは、被告元気創造課の元気創造

係のＦⅰ係長（以下「Ｆⅰ」という。）と協議したところ、上記イラスト25 

とキャラクターしんじょう君のデザインとが似すぎているとの意見が出
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たものの、着ぐるみ製作について特段の要請はせず、静観することとな

った。（乙２０３、２０４、証人Ｂⅰ） 

上記の経緯を経て、ちぃたん着ぐるみの基となるデザイン、すなわち

ちぃたんオリジナルが完成した。 

ウ ちぃたん着ぐるみ製作の経緯 5 

(ｱ) Ａⅰは、ちぃたん着ぐるみのデザイン制作と並行して、着ぐるみ製作

会社の手配を進めた（甲１１８）。 

前記イ(ｱ)のとおり、Ｂⅰが当初紹介した業者から受注できないとの回

答があったことから、Ａⅰは、平成２９年１０月５日、Ｂⅰに対し、他

の着ぐるみ製作会社の紹介を依頼したところ、Ｂⅰから紹介された新た10 

な着ぐるみ製作会社が対応可能であったため、同社に着ぐるみ製作を依

頼することとなった（甲８、乙７６）。 

(ｲ) Ａⅰは、平成２９年１０月１３日、着ぐるみ製作会社からサイズなど

についての照会があったことを踏まえ、Ｂⅰに対し、「しんじょう君の頭

の横幅、奥行きのサイズが知りたいときましたので教えていただければ15 

嬉しいです。」と尋ねたところ、Ｂⅰは、同月１５日、Ａⅰに対し、極秘

資料であるとのコメントと共に、しんじょう君着ぐるみの寸法の情報を

回答した（甲８、乙７６）。 

Ａⅰは、Ｂⅰから提供された情報に基づいて着ぐるみ製作会社と協議

を進め、同月１８日、Ｂⅰに対し、着ぐるみ製作会社から提案された寸20 

法入りのデザイン案を示し、着ぐるみのサイズ感について相談した（甲

８、乙７６）。 

(ｳ) 原告は、平成２９年１１月２日頃、着ぐるみ製作会社から、ちぃたん

着ぐるみのデザインについての被告からの許可の取得状況について問合

せを受けたため、同日及び同月８日、Ａⅰを通じて、Ｂⅰとの間で別紙25 

メッセージ一覧表記載のやり取りをした。 
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ＢⅰがＡⅰにメッセージを送信するに当たり、被告側で行われた検討

状況は以下のとおりである。 

ａ Ｂⅰは、平成２９年１１月８日、Ａⅰからの別紙メッセージ一覧表

の番号２記載のメッセージを受けて、Ｃⅰに対し、原告側から、ちぃ

たん着ぐるみを製作するに当たり、被告から許可が取得できているこ5 

との照会があった旨を報告するとともに、これまでの経緯を説明した。 

  Ｃⅰは、Ｆⅰと協議した上、Ｂⅰに対し、原告側に「着ぐるみ製作

であれば、しんじょう君を作るわけではないから、許可する必要はな

い」旨を回答するよう指示をした。 

Ｂⅰは、上記指示を受けて、Ａⅰに対し、別紙メッセージ一覧表の10 

番号６ないし８記載の各メッセージを送信するとともに、同日午後２

時１７分、被告元気創造課の元気創造係が管理するメールアドレスを

用いて、「ちぃたん着ぐるみ製造に関して」と題し、「標題の件ですが、

しんじょう君を製造する訳ではないので須崎市としては特に許可は必

要ございません。今後におきましては、様々なタイアップ、よろしく15 

お願いいたします。」との内容のメールを送信した。 

ｂ 前記ａのＢⅰからのメールに対し、Ａⅰが、別紙メッセージ一覧表

の番号１４記載のとおり、書面作成に係るメッセージを送信したこと

から、Ｂⅰは、改めてＣⅰにその旨を報告した。 

Ｃⅰは、Ｂⅰに対し、原告が正式な書面による許可を求めるのであ20 

れば、具体的な許可の内容、範囲、条件等の希望を明示して正式に書

面で申請させ、その内容を審査して対応を決める必要があるとの考え

を簡単に説明した上、原告から被告宛に許可を求める事項について正

式に書面を提出してほしい旨を回答するよう指示した。 

Ｂⅰは、上記指示を受けて、Ａⅰに対し、別紙メッセージ一覧表の25 

番号１６記載のメッセージを送信した。 
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ｃ Ａⅰは、前記ｂのＢⅰからのメッセージに対して別紙メッセージ一

覧表の番号１７記載のメッセージを送信した後、前記ａないしｂの許

可に係る特段の要請をしていない。 

（以上、甲８、１８、乙７６、２０３、２０４、証人Ｂⅰ） 

(ｴ) 平成２９年１１月２９日にちぃたん着ぐるみが完成したことから、Ａ5 

ⅰは、同日、Ｂⅰに対し、その映像を送り、完成した旨を報告した（甲

８、乙７６）。 

Ｃⅰは、同日、Ｂⅰからの報告を受けて、Ｆⅰと共に上記映像を確認

し、ちぃたん着ぐるみとしんじょう君着ぐるみとが似ているとの印象を

持った（乙２０４）。 10 

(2) キャラクターちぃたんの活動開始 

原告は、ちぃたん着ぐるみが完成したことを受けて、平成２９年１２月１

５日、キャラクターちぃたんの活動を開始した。 

原告は、同日、コラボグッズの企画の準備も兼ねて、Ｂⅰの立会いの下、

キャラクターちぃたんとキャラクターしんじょう君の撮影会を実施し、ちぃ15 

たん着ぐるみとしんじょう君着ぐるみが一緒に横断歩道を渡ったり、公園で

遊んだりする様子を撮影した。そして、原告は、同日、カワウソちぃたん及

びキャラクターちぃたんの各ツイッターアカウントに、「お友達のしんじょう

君と一緒の写真もありますよ」、「お友達はしんじょう君」等との記事と共に、

ちぃたん着ぐるみ及びしんじょう君着ぐるみを撮影した写真を投稿するなど20 

したところ、キャラクターちぃたんのツイッターアカウントに対するフォロ

ワー数は、活動開始１日で１２万人にまで達した。（甲８、１１、乙７６） 

このフォロワー数を聞いたＢⅰは、原告の了承を得て、しんじょう君のツ

イッターアカウントに、ちぃたん着ぐるみ及びしんじょう君着ぐるみを撮影

した写真を投稿した（甲８、１１の６、乙７６）。 25 

 ちぃたん着ぐるみは、平成３０年１月２日、本件番組にも出演した（甲２
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７、乙７６）。 

(3) カワウソちぃたんの須崎市観光大使委嘱 

被告は、平成２９年１０月４日、カワウソちぃたんを須崎市観光大使に任

命すると発表した（甲８、乙７６）。 

Ｂⅰは、平成３０年１月１５日、カワウソちぃたんを須崎市観光大使とす5 

ることにつき、略歴等として「ＳＮＳを中心に人気が高いコツメカワウソ」

及び「冠番組 チバテレビ「カワウソちぃたん☆が行くホントの日本」」と記

載した意見書を起案し、Ｃⅰは、これを被告代表者に提出した（甲１２、１

３、乙１３０）。 

被告は、同月１８日、東京都所在の高知県アンテナショップ「まるごと高10 

知」において須崎市観光大使委嘱式を挙行し、カワウソちぃたんを須崎市観

光大使に委嘱した。上記委嘱式には、カワウソちぃたんのほか、被告代表者

及びちぃたん着ぐるみも出席し、被告代表者からちぃたん着ぐるみに委嘱状

が手渡され、カワウソちぃたん、被告代表者及びちぃたん着ぐるみとで記念

写真の撮影などが行われた。（前提事実(4)、甲８、１５、１９、乙７６、８15 

４、８５、１２３） 

(4) キャラクターちぃたんとキャラクターしんじょう君との協働の状況 

ア ＳＮＳ等での活動 

(ｱ) 原告は、平成３０年２月頃、ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅにおいて、ちぃ

たん着ぐるみを使用した動画の配信を開始した（甲８、２０、２２）。 20 

その後、原告とＢⅰは、しんじょう君着ぐるみとちぃたん着ぐるみと

が共演する動画を複数制作してツイッター等で配信したり、ちぃたん着

ぐるみが様々なアクション（瓦割り、輪投げなど）に挑戦する動画を受

け、しんじょう君着ぐるみが同様のことをするパロディ動画を制作した

りするとともに、相互にリツイートするなどしていた（甲２０ないし２25 

６、乙１８５ないし１８７）。 
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(ｲ) もっとも、原告が、平成３０年２月２０日から令和５年１月１０日に

かけて投稿した、ちぃたん着ぐるみを使用した動画の中には、以下のと

おり、視聴者に対し、危険な行為に及んでいると感じさせるものがあり、

そのような動画について、危険であるとの趣旨の投稿がされたり、被告

に対し、危険である、子供が真似をするおそれがあるなどの抗議の電話5 

がかかってきたりメールが送られてきたりした（乙１５０、１５１、１

７３）。 

ａ 「バランスボールで毎日鍛えてますっ☆」と題して、バランスボー

ルの上に立ち上がり、バランスを崩し転倒するもの 

     ｂ 「スケボーを買ってもらいましたっ☆」と題して、見通しの悪い急10 

な坂道でスケボーをして滑り降りるもの 

     ｃ 「前方伸身宙返り２回ひねり後方屈身宙返りに挑戦しましたっ☆」

と題して、トランポリンで反動をつけ、受け身を取らずに宙返りをし

て頭部から着地するもの 

     ｄ 「買って貰ったトランポリンを破壊してしまいました、、」と題して、15 

正しい使用方法を逸脱しトランポリンを破壊するもの 

     ｅ 「ホッピングを買ってもらいましたっ☆」と題して、ホッピングを

しながら柵等の公共物にめがけて転倒するもの 

     ｆ 「竹馬を買ってもらいましたっ☆ 」と題して、１ｍほどの高さに足

場を設定した竹馬に乗り、バランスを崩して高い位置から転倒するも20 

の 

     ｇ 「やぶさめセットを買ってもらいましたっ☆」と題して、子供を参

加させた上で、自転車を手放し運転しておもちゃの弓を放ち、バラン

スを崩し転倒するもの 

     ｈ 「#限界うさぎ/ちゃんと友だちになりましたっ☆」と題して、繁華25 

街の通行人が多数いる前で、他のゆるキャラと一緒にホッピングをし
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て、派手に転倒するもの 

     ｉ 「気持ちのいい天気だったのでスケボーして遊びましたっ☆」と題

して、見通しの悪い急な坂道でスケボーをして滑り降りるもの 

     ｊ 「階段で遊びましたっ☆」と題して、階段を滑り降りるもの 

     ｋ 「滑り台とスケボーのスペシャルな遊びをしましたっ☆」と題して、5 

滑り台をスケボーで滑り降り、藪に向けて転倒するもの 

     ｌ 「草刈機を買ってもらいましたっ☆」と題して、草刈り機を振り回

すもの 

     ｍ 「レペゼン地球ちゃんたちと遊びましたっ☆ＤＪまるちゃんが一番

楽しそうでしたっ☆」と題して、人気ユーチューバーと共に、室内で10 

ロケット花火を飛ばすもの 

     ｎ 「立ちロデオしましたっ☆おおむね成功ですっ☆」と題して、子供

が多数いる公園で、子供用の遊具の上に立ち上がるもの 

     ｏ 「新技開発しましたっ☆」と題して、２本の支柱に架けた長い棒に

腹ばいに跨がり、バランスを崩して落下、転倒するもの 15 

     ｐ 「駐車のお手伝いはお任せですっ☆ 運転手ちゃんへ→バックしてて

ちぃたん☆の感触がしたらＯＫですっ☆」と題して、２台の車に挟ま

れた状態で後退する前方の車を手で受け止めるもの 

     ｑ 「やっぱ川はいいですっ☆」と題して、流れの速い川に面した岩場

から、裏返しにしたゴムボートの上をうつ伏せに滑り降りて川に落ち、20 

川に流されるもの 

     ｒ 「ちぃたん☆も飛べるかしらっ？」と題して、ヘリコプターの回転

するローターの近くで、ちぃたん着ぐるみが手を広げて回転するもの 

     ｓ 「ヤッターマンで出動しますっ☆おおむね成功ですっ☆」と題して、

走行する消防車に「箱乗り」をし、運転中に手を離して道路に落下、25 

転倒するもの 
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     ｔ 「ちぃたん☆爆弾ですっ☆ 」と題して、室内で爆竹を体の真下で受

けるもの 

     ｕ 「泳ぎにはめっちょ自信がありますっ☆」と題して、着ぐるみのま

ま泳ぐもの 

     ｖ 「ルームランナーでんぐり返しという技を思いつきましたっ☆」と5 

題して、動いているルームランナーの上で前転をするもの 

     ｗ 「遅刻確定の時の階段の早降りの方法ですっ☆これで大丈夫ですね

っ☆行ってらっしゃいっ☆」と題して、公園の子供用遊具の階段を、

尻からずり落ちる方法で滑り降りるもの 

(ｳ) 被告は、前記(ｲ)の抗議等に対し、キャラクターちぃたんは、被告とは10 

別の事業者が運営しており、いただいた意見を運営元に伝えることはで

きるものの、被告としては運営方針を変更することができないなどと回

答していた（乙１７３）。 

他方、ちぃたん着ぐるみの動画を受けて、しんじょう君着ぐるみが同

様のことをするパロディ動画（前記(ｱ)）の中には、前記(ｲ)の視聴者に15 

対し危険な行為に及んでいると感じさせるもの（ｆ及びｇ）も含まれて

いた（甲２２、乙１８７）。 

また、Ｂⅰは、ちぃたん着ぐるみが頭に包丁等を付けている動画が投

稿されていたことを受けて、原告に対し、平成３０年６月１０日付けの

メールにおいて、新たに制作する別の動画のアイデアとして、スーパー20 

ボールを１０００個詰めた風船をしんじょう君着ぐるみが投げ、前のよ

うにちぃたん着ぐるみの頭に包丁又は画鋲を付け、ヘディングで破裂さ

せるものを提案するなどしていた（甲２６）。 

イ 商品化、イベント出演、アニメへのゲスト出演等 

(ｱ) カワウソちぃたんの須崎市観光大使委嘱式に合わせて、一般財団法人25 

高知県地産外商公社から、キャラクターちぃたんとキャラクターしんじ
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ょう君のそれぞれのイラストが描かれた「まるごと高知限定トートバッ

グ」が販売された。ＡⅰとＢⅰとの間で、事前に、上記商品のデザイン

を被告側が制作することやデザインそのものについての検討がされたほ

か、原告は、当該商品の製造販売に当たり、同公社から、イラストデザ

イン使用料として４万５０００円（消費税込み）の支払を受けた（甲８、5 

３９ないし４１、乙７６）。 

(ｲ) 被告は、平成２９年１２月１８日、ダンデライオンアニメ社との間で、

ライセンス基本契約を締結し、同社は、キャラクターしんじょう君の全

世界におけるライセンス権及びアニメ化権を取得した（甲３３の１、３

３の２、６１）。 10 

これに合わせて、原告とダンデライオンアニメ社との間で、平成３０

年５月頃、キャラクターちぃたんがキャラクターしんじょう君のアニメ

にゲスト出演することや、株式会社テレビ埼玉が放送する番組へ参加す

ることなどが協議され、そのやり取りは、被告元気創造課の元気創造係

が管理するメールアドレスにも送信されていた（甲１０８）。 15 

(ｳ) 原告とＢⅰとの間では、平成３０年１１月に開催された「世界キャラ

クターさみっと in 羽生２０１８」において、ちぃたん着ぐるみとしん

じょう君着ぐるみとが同じステージで共演できるようにする調整などが

されていた（甲１２６）。 

ウ 海外展開に向けた協議等 20 

  Ｂⅰは、平成３０年４月、原告に対し、中国、タイ、台湾、ヨーロッパ

等において、キャラクターしんじょう君が登場するアニメの放送が予定さ

れているところ、キャラクターちぃたんにもこのアニメに登場してもらう

などして、世界的に展開していくのはどうかとの趣旨の提案をした（甲２

４）。 25 

原告とダンデライオンアニメ社は、台湾、韓国、香港、東南アジアにお
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いてキャラクターちぃたんとキャラクターしんじょう君とをペアでライセ

ンスしていくことに関する協議を行い、同年１０月頃にダンデライオンア

ニメ社が作成したスタイルガイド（デザインを管理、統一するための基準

となる資料）案には、キャラクターちぃたんとキャラクターしんじょう君

のそれぞれのイラストが使用されるに至った（甲４６ないし４８）。 5 

また、上記協議においては、キャラクターちぃたんとキャラクターしん

じょう君が海外においてコラボレーションするためのスタイルガイドの作

成に当たり、キャラクターちぃたんについても、各国において商標登録出

願がされ、又はしていくことを念頭に置いたやり取りがされていた（甲４

８）。 10 

(5) キャラクターちぃたん独自の商業活動等について 

ア 活動の状況 

  原告は、平成２９年１２月１５日以降、キャラクターちぃたんについて、

ウェブサイトを開設したほか、ちぃたん着ぐるみがイベントへ参加したり、

テレビ番組や各種ＣＭへ出演したりするなどの商業活動を展開している。15 

また、原告からちぃたん着ぐるみ写真、ちぃたんイラスト等を使用した商

品の製造、販売の許諾を受けた他の企業により、キャラクターちぃたんの

グッズが販売されるなどした。（甲２７、２８、弁論の全趣旨） 

そして、Ｂⅰは、平成３０年３月頃、キャラクターちぃたんのガチャの

商品化に関し、原告と株式会社タカラトミーアーツの担当者との間の取次20 

ぎをし、原告も、Ｂⅰに対し、ちぃたん着ぐるみのテレビへの出演、雑誌

ポップティーンにおけるモデル活動やＣＭへの出演についての情報を提供

していた（甲１０）。 

イ 商標登録出願 

(ｱ) 国内での商標登録出願について 25 

   前提事実(3)エのとおり、原告は、平成２９年１２月１８日以降、別紙
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原告著作物目録１記載１のイラスト及びその下部に配された「ちぃたん

☆」との文字から成る商標並びにちぃたん着ぐるみを正面から撮影した

写真及びその下部に配された「Ｃｈｉｉｔａｎ☆」との文字から成る商

標について、それぞれ指定商品等を異にする商標登録出願をし、少なく

とも４件の商標に係る商標権の設定登録を受けた。 5 

(ｲ) 海外での商標登録出願について 

原告は、中国、米国、韓国及びブラジルの少なくとも４か国において

も、ちぃたん着ぐるみを正面から撮影した写真及びその下部に配した文

字から成る商標について商標登録出願をした（乙１３７ないし１４０）。 

(6) キャラクターちぃたんとキャラクターしんじょう君の知名度 10 

キャラクターちぃたんは、平成３０年１２月、 Twitter Japan 株式会社が

主催する「#Twitterトレンド大賞」の「Most Retweeted Tweet 個人の部」に

おいて、「２０１８年、最もリツイートされたツイート」に選出された（甲

９）。 

また、キャラクターしんじょう君のツイッターアカウントに対するフォロ15 

ワー数は、平成２８年１２月時点では約２万３０００人であったのに対し、

平成３０年１０月時点では約９万人となった（甲３５、３７）。 

(7) 本件訴訟に至る経緯 

ア 原告は、被告に対し、平成３１年１月２９日付けの書面により、キャラ

クターちぃたんに関する複数の企画の計画が進行しており、キャラクター20 

ちぃたんが使用できない事態となれば、原告に多額の損害が生じ、その賠

償についても紛争が生じることとなるところ、そのような事態を避けるた

め、円満な話合いによる解決を希望する旨を申し入れた（甲５１）。 

イ 被告は、平成３１年２月１６日付けで、東京地方裁判所に、原告を債務

者として、原告が別紙原告著作物目録１記載１のイラスト及びちぃたん着25 

ぐるみを営業上の活動に使用することの差止めの仮処分を求める本件仮処
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分事件を申し立てた。同裁判所は、被告の上記申立てを却下する旨の決定

をしたため、被告は、これを不服として即時抗告したが、知的財産高等裁

判所は、令和元年１２月２５日、抗告を棄却する旨の決定をし、その後、

同決定は確定した。（前提事実(7)ア） 

ウ 被告は、原告に対し、令和２年１月２７日付けの書面により、和解協議5 

の前提として、大要、①キャラクターちぃたんの個別具体的な活動及び使

用については、事前に被告の書面による承諾を得る、②キャラクターちぃ

たんに関する商標について、国内外を問わず、商標登録出願を全て取り下

げ、以後、キャラクターちぃたんと同一又は類似する商標に係る商標登録

出願をしない、③キャラクターちぃたんの活動及び使用期間は、原告との10 

協議成立後１年間とし、以後更新するか否かは被告が判断するとの条件を

提示した（甲７０）。 

その後、原告と被告との間で、キャラクターちぃたんの活動及び使用の

条件や、原告においてキャラクターちぃたんがキャラクターしんじょう君

の二次的著作物であることを認めるか否か等についてのやり取りがされた15 

ものの、協議がまとまらず、原告は、令和３年７月１５日、被告に対し、

本件本訴を提起した（前提事実(7)イ、甲７１ないし７８）。 

２ 争点１－１（本件被告行為についての民法及び不競法の適用の可否）につい

て 

(1) 本件被告行為が国賠法１条１項所定の「公権力の行使」に当たるか否かにつ20 

いて 

国賠法１条１項所定の「公権力の行使」とは、公行政作用のうち私経済作

用を除く全ての作用をいい、いわゆる非権力的行政作用であっても、公行政

作用としての性質を持つものである限りは、当該「公権力の行使」に含まれ

ると解するのが相当である。 25 

そして、前提事実(2)アのとおり、キャラクターしんじょう君は、被告の地
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域振興や広報活動をする際に使用しているマスコットキャラクターであると

ころ、本件被告行為は、このような位置づけにあるキャラクターしんじょう

君に係る被告の権利ないし法的利益の保護を目的としてされたものと認めら

れる。このようにキャラクターしんじょう君が、被告の地域振興や広報活動

の一端を担っているという側面にかんがみれば、被告におけるキャラクター5 

しんじょう君に係る活動、ひいてはこれに関する被告の権利ないし法的利益

の保護を目的としてされた本件被告行為が、純然たる私経済作用にとどまる

とはいえない。 

したがって、本件被告行為は、国賠法１条１項所定の「公権力の行使」に

当たる。 10 

(2) 不競法２条１項２１号が国賠法４条所定の「民法」に当たるか否かについて 

ア 不競法２条 1項は、法律上の利益を侵害するものとして損害賠償責任を生

ずべき不法行為の特殊類型である不正競争を規定したものと考えられるか

ら（同法４条本文、民法７０９条）、民法が定める不法行為法を補充するも

のと解される。 15 

イ この点について、被告は、不競法２条１項２１号は事業者等が競争関係

にある場合に適用される条項であることを指摘して、同号の定めは国賠法

４条所定の「民法」に当たらないと主張する。 

しかし、前記アのとおり不競法２条１項は民法が定める不法行為法を補

充するものといえるのに対し、公権力の行使に当たる公務員の行為が不正20 

競争に該当する場合に不競法２条１項の適用を排除すべき合理的理由も、

不競法２条１項の各号の規定に応じて同項の適用の可否を異にすべきとす

る合理的理由も、何らうかがわれない。 

確かに、不競法２条１項２１号は事業者等が競争関係にある場合に適用

される条項であるものの、公権力の行使に当たる公務員の行為について同25 

号の適用を一律に排除しなくとも、同号の適用があることを前提として、
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国又は公共団体との間で競争関係にあるか否かを検討することによって、

不競法の定める要件に則した妥当な解決を図ることができるというべきで

ある。 

ウ したがって、不競法２条１項２１号の定めは、国賠法４条所定の「民法」

に当たると解するのが相当である。 5 

(3) まとめ 

以上によれば、普通地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その

職務を行うについて、故意又は過失によって不正競争を行って他人の営業上

の利益を侵害したときは、当該普通地方公共団体は、国賠法１条１項に基づ

き、これを賠償する責任を負うというべきである。 10 

そして、前提事実(5)イによれば、本件被告行為は、いずれも普通地方公共

団体である被告の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについてし

たものであるといえる。 

３ 争点２－１（原告と被告との間の「競争関係」の有無）について 

不競法２条１項２１号は、客観的真実に反する虚偽の事実を告知し又は流布15 

して、事業者にとって重要な資産である営業上の信用を害することにより、競

業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な地位に立とうとする行為を防止す

る趣旨の規定であると解される。そして、事業者双方の事業について、需要者

又は取引者を現に共通にする場合のみならず、需要者又は取引者を共通にする

可能性があれば、営業上の信用を害された競業者は、これから参入しようとす20 

る市場において不当に不利な立場に置かれることとなるから、同号所定の「競

争関係」とは、事業者双方の事業につき、その需要者又は取引者を共通にする

可能性があることで足りると解するのが相当である。 

本件についてみると、前記１(2)及び(5)のとおり、原告は、平成２９年１２

月１５日以降、ちぃたん着ぐるみをイベントへ参加させたり、テレビ番組及び25 

各種ＣＭへ出演させたりしているほか、少なくとも他の企業にちぃたん着ぐる
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み写真、ちぃたんイラスト等を使用した商品の製造、販売を許諾している。 

他方で、前提事実(2)のとおり、被告は、平成２５年１月以降、キャラクター

しんじょう君を各種イベント、テレビ番組、テレビＣＭなどへ出演させたり、

しんじょう君着ぐるみ写真、しんじょう君イラスト等を付した商品の販売許諾

をしたりしている。 5 

このように、原告と被告は、それぞれが使用するキャラクターに係る着ぐる

みをイベントに参加させたり、テレビ番組及びＣＭに出演させたりしている上、

当該キャラクターのイラスト、着ぐるみの写真を付した商品の販売を許諾して

いるとの点で同一の事業を行っているといえるから、需要者及び取引者を共通

にする可能性があるというべきである。 10 

したがって、原告と被告は、被告が本件被告行為に及んだ平成３１年の時点

以降において、不競法２条１項２１号所定の「競争関係にある」と認められる。 

４ 争点２－２（「事実を告知し、又は流布する行為」に当たるか）について 

(1) 権利を侵害する又は不正競争行為に該当するとの内容が不競法２条１項２１

号所定の「事実」に当たるかについて 15 

原告は、権利侵害の警告等においては、権利行使の前提となる権利が存在

しているか否かそれ自体が不競法２条１項２１号所定の「事実」であって、

当該警告等で指摘された権利侵害が成立しないときには、それ自体が同号所

定の「虚偽の事実」に当たると主張するので、この点について検討する。 

権利を侵害するか否かや不正競争行為に該当するか否かを告知又は流布す20 

ることは、法的な見解の表明に当たるところ、法的な見解の正当性それ自体

は、証明の対象とはなり得ないものであり、法的な見解の表明が証拠等をも

ってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ということがで

きないことは明らかであるから、事実を摘示するものとはいえず、意見ない

し論評の表明に当たるものというべきである（最高裁平成１５年（受）第１25 

７９３号、第１７９４号同１６年７月１５日第一小法廷判決・民集５８巻５
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号１６１５頁参照）。 

しかし、前記３のとおり、不競法２条１項２１号は、客観的真実に反する

虚偽の事実を告知し又は流布して、事業者にとって重要な資産である営業上

の信用を害することにより、競業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な

地位に立とうとする行為を防止する趣旨の規定であって、同法は、このよう5 

な行為に対し、損害賠償請求のみならず、差止請求を認めることによって、

事業者にとって重要な資産である営業上の信用の保護を図ったものと考えら

れる。そして、権利を侵害する又は不正競争行為に該当するとの内容を告知

又は流布することは、その前提となる事実のみを告知又は流布する場合と比

較して、より直接的に競業者の営業上の信用を害するおそれがあるにもかか10 

わらず、それが意見ないし論評の表明に当たるとの理由により同法２条１項

２１号該当性を否定することは、事業者にとって重要な資産である営業上の

信用の保護を図ろうとした同号の趣旨に反することとなる。 

また、権利を侵害するか否かや不正競争行為に該当するか否かは、証拠や

客観的な基準に基づいて決することができない物事の価値、善悪、優劣など15 

といった価値判断と異なり、証拠によって虚偽であるか否かが判断可能な事

項であるから、不競法２条１項２１号所定の「虚偽の事実」との文言とも一

応整合的といえる。 

したがって、不競法２条１項２１号所定の「事実」は、権利を侵害するか

否かや不正競争行為に該当するか否かといった法的な見解の表明を含み、指20 

摘された権利侵害等が成立しないときには、同号所定の「虚偽の事実」に当

たると解するのが相当である。 

(2) 告知又は流布された内容について 

ア 不競法２条１項２１号所定の告知又は流布の内容は、その告知又は流布

の相手方の普通の注意と読み方又は聞き方を基準として判断すべきと解さ25 

れる。 
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これを本件についてみると、フジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京

宛書面送付行為については、当該各会社における法務関係を担当する役職

員が、本件定例会見資料配布行為、本件定例会見スライド配布行為、本件

定例会見発言行為、本件報道機関宛書面送付行為及び本件コメント発出行

為については、報道機関関係者及び一般市民が、それぞれ告知又は流布の5 

相手方と考えられる。 

これを前提とすると、別紙営業誹謗行為主張対比表の「原告の主張」「問

題となる行為」欄記載の各行為は、同「裁判所の判断」「告知又は流布され

た内容」記載の各内容を告知又は流布するものと認めるのが相当である。 

イ 以下、本件被告行為のうち、本件定例会見スライド配布行為、本件報道10 

機関宛書面送付行為及び本件コメント発出行為について、前記アの認定の

理由を補足して説明する。 

(ｱ) 本件定例会見スライド配布行為について 

被告は、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号４の「原告の主張」「問題

となる表現」欄記載の表現の内容は、時系列に沿って事実の経過を記載15 

したものにすぎないと主張する。 

確かに、上記の表現の内容は、基本的に時系列に沿った事実の経過で

あって、被告の許諾がなかったとの明示の記載はない。しかし、上記の

表現の内容には、「著作権法１１２条１項及び不正競争防止法３条１項，

２項に基づき活動停止を求めた。」との記載がある上、本件定例会見スラ20 

イドの他の部分には、「誤認混同が生じ不正競争に該当」と題し、キャラ

クターしんじょう君とキャラクターちぃたんの各イラスト及び各着ぐる

み写真を対比するスライドが設けられていたり、著作権法及び不競法の

条文が掲記されていたりすること（甲８０）にかんがみれば、上記の表

現の内容は、これを見聞きする報道機関関係者及び一般市民の普通の注25 

意と読み方又は聞き方を基準として判断すると、黙示的に「原告が被告
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に全く無断でキャラクターちぃたんを制作して活動させたという事実」

を述べるものと認めるのが相当である。 

(ｲ) 本件報道機関宛書面送付行為について 

ａ 原告は、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号６枝番１の「原告の主

張」「問題となる表現」欄記載の表現内容は、本件原告書面を作成した5 

原告の対応が悪質であるとの事実を述べるものであると主張する。 

しかし、原告の対応が悪質であるか否かは、物事の価値、善悪、優

劣などといった価値判断であって、虚偽であるか否かが判断可能な事

項であるとはいえないから、これは意見ないし論評を表明するものに

当たるというべきである。 10 

したがって、上記の表現の内容は、これを見聞きする報道機関関係

者及び一般市民の普通の注意と読み方又は聞き方を基準として判断す

ると、①原告が被告の了解を何ら得ずに、キャラクターちぃたんの制

作及び諸活動を行ったとの事実と、②本件原告書面を作成した原告の

対応が悪質であるとの意見ないし論評を述べるものと認めるのが相当15 

である。 

     ｂ 原告は、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号６枝番３の「原告の主

張」「問題となる表現」欄記載の表現内容は、原告が、被告の信頼を失

うような独善的な複数の行為を行ったとする事実を述べたものである

と主張する。 20 

 しかし、行為が独善的であるか否かは、物事の価値、善悪、優劣な

どといった価値判断であるから、これを見聞きする報道機関関係者及

び一般市民の普通の注意と読み方又は聞き方を基準として判断すると、

上記の表現の内容は、「原告の行為が独善的であり、それにより原告と

被告との関係の修復が不可能であるとの意見ないし論評」を述べるも25 

のと認めるのが相当である。 
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(ｳ) 本件コメント発出行為について 

原告は、別紙営業誹謗行為主張対比表の番号７の「原告の主張」「問題

となる表現」欄記載の表現内容は、被告からのキャラクターちぃたんの

活動停止の求めに対して、原告が何も対応せず、これを黙殺し、違法状

態を拡大させようとしているとの事実を述べるものであると主張する。 5 

しかし、違法状態であるか否かは、法的な見解の表明に当たるという

べきであるから、上記の表現の内容は、これを見聞きする報道機関関係

者及び一般市民の普通の注意と読み方又は聞き方を基準として判断する

と、①被告からのキャラクターちぃたんの活動停止の求めに対して、原

告が何も対応していないとの事実と、②原告が違法状態を拡大させよう10 

としているとの法的な見解を表明するものと認めるのが相当である。 

(3) フジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京宛書面送付行為が不競法２条１

項２１号所定の「告知」に当たるかについて 

被告は、フジテレビ及びテレビ東京が原告と共同して被告の権利を侵害す

る者であるとの主張を前提に、フジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京宛15 

書面送付行為について、いずれも、競争関係にある侵害者に対して、直接、

被告の権利を侵害している旨を通知するものであるから、不競法２条１項２

１号所定の「告知…する行為」に当たらないと主張する。 

しかし、仮に、告知の相手方が競業者と共同して告知者の権利を侵害して

いるとしても、競業者が告知者の権利を侵害する旨の陳述という「告知」に20 

相当する行為が現に存在する上、当該告知によって、競業者の重要な資産で

ある営業上の信用が害され、競業者が不利な立場に置かれることに変わりは

ない。そうすると、競業者と共同して告知者の権利を侵害している者に対し、

競業者が告知者の権利を侵害する旨を陳述する行為については、正当な権利

行使の一環として違法性が阻却される可能性があるとしても、不競法２条１25 

項２１号所定の「告知…する行為」に該当すること自体は否定されないとい
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うべきである。 

したがって、この点についての被告の上記主張を採用することはできない。 

(4) まとめ 

以上によれば、本件被告行為は、別紙営業誹謗行為主張対比表の「裁判所

の判断」「不競法２条１項２１号所定の「事実」」欄記載の各事実を告知又は5 

流布するものと認められる。 

５ 争点２－３－１及び１１（キャラクターちぃたんに係る使用及び活動につい

ての許諾の有無）について 

(1) ちぃたん着ぐるみの使用について 

ア ちぃたん着ぐるみのデザイン確定に至る経緯は、前記１(1)イのとおりで10 

ある。すなわち、被告の担当者であったＢⅰは、原告がカワウソちぃたん

のキャラクターを「しんじょう君の親友」という設定にしたいという理由

でカワウソちぃたんのキャラクターの着ぐるみを「しんじょう君」に似せ

て作りたいとの希望を有していることを把握しつつ、平成２９年９月２７

日、そのデザイナーとしてしんじょう君オリジナルの制作者であるＤⅰを15 

原告に紹介した。また、Ｂⅰは、同年１０月６日から同月２４日にかけて、

原告から、デザインラフの２回目の提案から確定案に至るまで、少なくと

も合計３回にわたり、カワウソちぃたんの着ぐるみのデザイン案を受領し

ていた。また、Ｃⅰは、同日、Ｂⅰからカワウソちぃたんの着ぐるみのデ

ザインがほぼ出来上がっている旨の報告と同デザインの確定案を示された20 

ことを受けて、Ｆⅰと協議をしたところ、その協議において、同デザイン

がキャラクターしんじょう君のデザインと似すぎているとの意見が出てい

た。 

このような経緯に照らせば、被告元気創造課は、ちぃたん着ぐるみが完

成する前の時点において、ちぃたん着ぐるみのデザインの基となったちぃ25 

たんオリジナルやちぃたん着ぐるみの具体的な図案や体裁を認識していた



 

86 

 

のみならず、これらがしんじょう君オリジナルやしんじょう君着ぐるみと

似たものになることをも認識していたと認められる。 

イ また、ちぃたん着ぐるみ製作の経緯は、前記１(1)ウのとおりである。す

なわち、原告は、平成２９年１１月２日及び同月８日に、Ａⅰを通じて、

Ｂⅰに対し、ちぃたん着ぐるみのデザインに関して、関係各所からちぃた5 

んのデザインがキャラクターしんじょう君の色違いだが許可を取得できて

いる保障がほしいといわれている旨、着ぐるみ製作会社だけではなく今後

タイアップする企業へも証明する必要がある旨をそれぞれ伝えた。これに

対し、Ｂⅰは、同日、Ｆⅰとの協議を踏まえたＣⅰからの指示に基づき、

Ａⅰに対し、被告元気創造課の元気創造係が管理するメールアドレスを用10 

いて、「しんじょう君を製造する訳ではないので須崎市としては特に許可は

必要ございません。今後におきましては、様々なタイアップ、よろしくお

願いいたします。」との内容のメールを送信した。そして、Ｂⅰは、同月２

９日、Ａⅰから、ちぃたん着ぐるみが完成したとの報告及びその映像の送

付を受け、Ｃⅰ及びＦⅰも当該映像を確認した。 15 

さらに、前記１(2)のとおり、同年１２月１５日、Ｂⅰの立会いの下、キ

ャラクターちぃたんとキャラクターしんじょう君の撮影会が実施され、原

告は、同日、カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんの各ツイッター

アカウントに、「お友達のしんじょう君と一緒の写真もありますよ」、「お友

達はしんじょう君」等との記事と共に、ちぃたん着ぐるみ及びしんじょう20 

君着ぐるみが一緒に撮影された写真を投稿したこと、前記１(3)のとおり、

平成３０年１月１８日に挙行されたカワウソちぃたんの須崎市観光大使委

嘱式に、ちぃたん着ぐるみも出席し、被告代表者からちぃたん着ぐるみに

委嘱状が手渡されたこと、前記１(4)のとおり、原告とＢⅰは、同年２月頃

以降、しんじょう君着ぐるみとちぃたん着ぐるみとが共演したり、ちぃた25 

ん着ぐるみが様々なアクションに挑戦したりする動画を受け、しんじょう
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君着ぐるみが同様のことをする動画を制作、配信したことといった事情を

指摘することができる。 

このような事情に照らせば、Ｂⅰは、Ｃⅰに対し、Ａⅰを通じて把握し

たちぃたん着ぐるみに関する原告の希望やその製作状況を報告し、Ｃⅰの

指示に基づいて、Ａⅰに回答していたと認められるから、Ｂⅰの対応は、5 

被告元気創造課ひいては被告の意向に基づくものであったというべきであ

る。しかも、被告代表者が、同年１月１８日に挙行されたカワウソちぃた

んの須崎市観光大使委嘱式において、ちぃたん着ぐるみを直接現認し、同

年２月以降も、しんじょう君着ぐるみとちぃたん着ぐるみとが共演したり、

ちぃたん着ぐるみが様々なアクションに挑戦したりする動画を受け、しん10 

じょう君着ぐるみが同様のことをする動画が制作、配信されていたにもか

かわらず、平成３１年１月１９日到達の本件被告通知がされるまでの間、

被告から原告にちぃたん着ぐるみの使用の中止を求めるなどの対応がされ

たと認めるに足りる証拠はない。 

ウ 前記ア及びイのちぃたん着ぐるみのデザイン確定及びその製作について15 

の被告の認識並びに原告による着ぐるみちぃたんを使用した活動について

の被告の認識及び対応にかんがみれば、被告は、原告に対し、ちぃたん着

ぐるみの使用を黙示に許諾していたものと認めるのが相当である。 

(2) その余のキャラクターちぃたんの商業活動について 

ア 前記１(1)ア(ｱ)のとおり、原告は、カワウソちぃたんが須崎市観光大使20 

に委嘱される前から、本件番組に司会者として出演させていたほか、カワ

ウソちぃたんのツイッターアカウントを運営するなど、カワウソちぃたん

について独自の商業活動を展開していた。また、前記１(5)のとおり、原告

は、平成２９年１２月１５日以降、キャラクターちぃたんについて、ウェ

ブサイトを開設したほか、キャラクターしんじょう君の関与の有無にかか25 

わらず、ちぃたん着ぐるみをイベントへ参加させたり、テレビ番組や各種
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ＣＭへ出演させたりしているほか、他の企業との共同企画により、キャラ

クターちぃたんのグッズ販売を許諾するなどしている。 

    そして、カワウソちぃたんの須崎市観光大使委嘱式に合わせて、キャラ

クターちぃたんとキャラクターしんじょう君のそれぞれのイラストが描か

れた「まるごと高知限定トートバッグ」が販売されたこと（前記１(4)イ）5 

からも明らかなとおり、原告がキャラクターちぃたんについての商業活動

を展開するに当たっては、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真の

みならず、その基となった図案であるちぃたんオリジナル及びちぃたんイ

ラストを使用することも予定されていたといえる。 

イ Ｂⅰは、キャラクターちぃたんは原告が独自に商業活動を展開していた10 

カワウソちぃたんをキャラクター化したものであることを認識していた

（前記１(1)ア、(3)）上、原告から、ちぃたん着ぐるみのテレビへの出演、

雑誌ポップティーンにおけるモデル活動やＣＭへの出演について情報提供

を受けていたり、キャラクターちぃたんのグッズに関し、原告と他社の担

当者との間を取り次いだりしていたものである（前記１(5)ア）から、カワ15 

ウソちぃたん及びキャラクターちぃたんが須崎市観光大使とは別個の独自

の商業活動を展開していることを把握していたと認められる。 

また、Ｂⅰが起案したカワウソちぃたんを須崎市観光大使に委嘱するこ

とについての意見書には、略歴等として、ＳＮＳでの活動やテレビ番組へ

の出演が記載されていたところ、当該意見書は、Ｃⅰによって被告代表者20 

に提出されていたこと（前記１(3)）に加え、Ｂⅰは、ちぃたん着ぐるみの

デザイン確定及びその製作に至る過程で、随時、Ｃⅰに状況を報告し、同

人から指示を受けていたこと（前記(1)）にかんがみれば、Ｂⅰは、直接又

はＡⅰを通じて把握したカワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんが須

崎市観光大使とは別個の独自の商業活動を展開しているとの状況について25 

も、Ｃⅰに報告し、同人の指示に基づいて対応していたと推認できるから、
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Ｂⅰの対応は、被告元気創造課ひいては被告の意向に基づくものであった

というべきである。 

他方で、原告がキャラクターちぃたんを用いて独自に商業活動を展開し

ていることについて、平成３１年１月１９日到達の本件被告通知がされる

までの間、被告から原告にその中止を求めたり、キャラクターちぃたんに5 

ついて使用料等の支払を請求したりするなどの対応がされたと認めるに足

りる証拠はない。 

ウ 前記ア及びイの原告によるキャラクターちぃたんに係る商業活動並びに

これについての被告の認識及び対応にかんがみれば、被告は、原告に対し、

ちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ写真及びちぃたんイラストの各使10 

用を含め、キャラクターちぃたんが独自に商業活動をすることについて黙

示に許諾していたと認めるのが相当である。 

(3) まとめ 

以上によれば、被告は、原告に対し、ちぃたん着ぐるみのみならず、ちぃ

たんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ写真及びちぃたんイラストの各使用を含15 

め、キャラクターちぃたんが独自に商業活動をすることについて黙示に許諾

していたというべきである。 

６ 争点２－３－２及び１２（許諾に係る錯誤無効の成否）について 

被告は、カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんのツイッターアカウン

トのフォロワー数に不正な水増し等がされていたところ、そのようなことがな20 

いと誤信して黙示の許諾をしたものであるから、この許諾は錯誤により無効で

あると主張する。 

この点について、原告は、カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんのい

ずれのツイッターアカウントについても、新規にアカウントを開設したもので

はないことを自認しているものの、ツイッターの規約や社会通念を前提に検討25 

すると、本件全証拠によっても、両アカウントのフォロワー数が不当に水増し
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されていたと認めることはできないというべきである。 

したがって、被告の上記主張を採用することはできず、許諾に係る錯誤無効

の成立は認められない。 

７ 争点２－３－３及び１３（許諾に係る詐欺取消しの成否）について 

被告は、カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんのツイッターアカウン5 

トのフォロワー数に不正な水増し等がされていたところ、原告の詐欺により、

キャラクターちぃたんに係る使用行為について黙示に許諾したのであるから、

当該詐欺を理由として、この許諾を取り消すと主張する。 

しかし、前記６と同様に、ツイッターの規約や社会通念を前提に検討すると、

本件全証拠によっても、両アカウントのフォロワー数が不当に水増しされてい10 

たと認めることはできないというべきである。 

したがって、被告の上記主張を採用することはできず、許諾に係る詐欺取消

しの成立は認められない。 

８ 争点２－３－４及び１４（許諾に係る合意の解除の成否）について 

(1) 許諾条件違反について 15 

 被告は、前記５の許諾が存在するとしても、①その許諾の範囲は、ツイッ

ターなどでの被告の情報発信等についてのちぃたんオリジナル、ちぃたん着

ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真に係る公衆送信権等、イベント、ビデオ等

への出演についてのちぃたん着ぐるみに係る展示権に限られ、②カワウソち

ぃたん及びキャラクターちぃたんが、須崎市観光大使として、設置要綱に定20 

める目的、要件及び役割に合致した活動を行うことが前提となっており、か

つ、③キャラクターしんじょう君の使用許可条件に合致するものでなければ

ならないのに、原告によるカワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんの使

用行為は、これら①ないし③の許諾条件に違反するものであるから、上記の

許諾は解除されたと主張する。 25 

 しかし、前記５(2)のとおり、原告は、カワウソちぃたんが須崎市観光大使
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に委嘱される前から、カワウソちぃたんについて独自の商業活動を展開して

おり、被告もこれを認識していたところ、被告がカワウソちぃたんを須崎市

観光大使に委嘱するに当たり、原告と被告との間で、その活動範囲を限定す

るとの明示又は黙示の合意がされたと認めるに足りる証拠はない。 

また、キャラクターちぃたんについても、被告が独自の商業活動を黙示に5 

許諾するに当たり、原告と被告との間で、ちぃたんオリジナル、ちぃたん着

ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真の使用条件やキャラクターちぃたんの商業

活動の範囲及び条件を被告が主張するように限定するとの明示又は黙示の合

意がされたと認めるに足りる証拠はない。 

したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告の上記主張を10 

採用することはできず、許諾条件違反を理由として許諾に係る合意が解除さ

れたと認めることはできない。 

(2) 信頼関係破壊について 

ア 被告は、原告が、①カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんのいず

れについても、不正にフォロワー数を水増ししたツイッターアカウントを15 

使用するなどしたこと、②被告に無断で別紙原告著作物目録１記載１のイ

ラストを含む商標等について商標登録出願をしたこと、③キャラクターち

ぃたんを使用して須崎市観光大使の目的、要件及び役割に合致した活動を

せず、かえって不正な営業活動を行っていること、④キャラクターちぃた

んが悪目立ちするように、危険な動画を投稿するなどしていること、⑤本20 

件本訴を提起したことから、原告と被告との信頼関係は破壊されたと主張

する。 

   (ｱ) そこで、まず①についてみると、前記６のとおり、本件証拠上、   

カワウソちぃたん及びキャラクターちぃたんのいずれのツイッターアカ

ウントについても、ツイッターの規約や社会通念に照らし、両アカウン25 

トのフォロワー数が不当に水増しされていたものであると認めることは
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できない。 

(ｲ) また、②については、前記１(5)イのとおり、原告は、平成２９年１２

月１８日以降、別紙原告著作物目録１記載１のイラスト及びその下部に

配された「ちぃたん☆」との文字から成る商標並びにちぃたん着ぐるみ

を正面から撮影した写真及びその下部に配された「Ｃｈｉｉｔａｎ☆」5 

との文字から成る商標について、それぞれ指定商品等を異にする商標登

録出願をし、少なくともその一部の商標に係る商標権の設定登録を受け

たほか、中国、米国、韓国及びブラジルの少なくとも４か国においても、

ちぃたん着ぐるみを正面から撮影した写真及びその下部に配した文字か

ら成る商標について商標登録出願をしたことが認められる。 10 

しかし、前記(1)と同様に、被告が、キャラクターちぃたんの独自の商

業活動を黙示に許諾するに当たり、原告と被告との間で、商標登録出願

に係る条件を明示又は黙示に合意したと認めるに足りる証拠はない。ま

た、前記１(4)ウのとおり、原告とダンデライオンアニメ社との間の協議

において、キャラクターちぃたんについても、各国において商標登録出15 

願がされ、又はしていくことを念頭に置いたやり取りがされていた一方

で、被告側から、キャラクターちぃたんに係る商標登録出願を控えてほ

しいとか、出願時期を調整してほしいなどの申入れがされたことを認め

るに足りる証拠はない。 

確かに、原告による別紙原告著作物目録１記載１のイラスト及びその20 

下部に配された「ちぃたん☆」との文字から成る商標に係る商標登録出

願について、拒絶理由通知が出されたり、拒絶する旨の査定がされたり

した（乙１４１、１４３、１４５）ことからすると、原告が国内外にお

いて上記の商標に係る商標権の設定登録を受けるなどしたことにより、

被告が、キャラクターしんじょう君に係る商標登録出願をした場合に、25 

原告が有する商標権を理由として、被告がキャラクターしんじょう君に
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関連する商標に係る商標権の設定登録を受けるまでの過程に障害が生じ

たり、結果として設定登録を受けられなくなったりする可能性は否定で

きない。結局のところ、原告と被告との間で、キャラクターちぃたんに

係る商標登録出願についての調整が不足していたといわざるを得ないも

のの、本件全証拠によっても、そのような事態に至ったことについて原5 

告側のみに落ち度があると認めることができないから、上記の可能性は

被告による許諾に係る合意の解除を正当化する事情とはならないという

べきである。 

(ｳ) ③については、前記(1)のとおり、本件証拠上、被告がキャラクターち

ぃたんの独自の商業活動を黙示に許諾するに当たり、原告と被告との間10 

で、被告が主張するような範囲及び条件とする旨を明示又は黙示に合意

したと認めることはできないし、本件全証拠によっても、原告によるキ

ャラクターちぃたんの商業活動が社会通念上不正な活動であると認める

ことはできない。 

(ｴ) ④については、前記１(4)ア(ｲ)のとおり、原告が、平成３０年２月２15 

０日から令和５年１月１０日にかけて投稿した、ちぃたん着ぐるみを使

用した動画の中には、視聴者に対し危険な行為に及んでいると感じさせ

るものがあり、被告に対しても、危険である、子供が真似をするおそれ

があるなどの抗議の電話がかかってきたりメールが送られてきたりした

ことが認められる。 20 

しかし、前記１(4)ア(ｳ)のとおり、被告は、キャラクターちぃたんに

ついて、被告とは別の事業者が運営しており、被告としては運営方針を

変更することができないとの姿勢を対外的に明らかにしていた上、原告

に対し、原告が投稿、配信する動画の内容について、これを差し控える

べきであるなどといった意見を述べていたと認めるに足りる証拠はない。25 

かえって、ちぃたん着ぐるみの動画を受けて被告が制作したパロディ動
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画の中にも、ちぃたん着ぐるみが視聴者に対し危険な行為に及んでいる

と感じさせるものが含まれていたり、しんじょう君着ぐるみ単独でも、

吊り橋の上で何度もジャンプし、帽子を下に落とす動画などを投稿して

いたりしていたことが認められる（甲１０３）。さらに、Ｂⅰは、雑誌の

取材に対し、他のキャラがなかなかやらない「やりすぎ」感がキャラク5 

ターしんじょう君の人気の秘密の一つではないかと話していたことが認

められる（甲１０１の３）。これらの事情からすると、原告がちぃたん着

ぐるみの動画の投稿を開始した当初から、被告が当該動画を否定的に捉

えていたとは認められない。 

また、前記１(5)ア(ｲ)ｌの動画（「草刈機を買ってもらいましたっ☆」10 

と題して、草刈り機を振り回すもの）は、刃が装着されていない草刈り

機を使用して撮影された（甲３８）ということからすると、他の動画も、

ちぃたん着ぐるみの演者等の安全に配慮して撮影されていた可能性が否

定できない。 

以上検討したところによれば、被告がキャラクターちぃたんの独自の15 

商業活動を黙示に許諾するに当たり、視聴者に対しちぃたん着ぐるみが

危険な行為に及んでいると感じさせる動画を投稿することに反対してい

たとまでは認められないから、④の事情が原告と被告との間の信頼関係

を破壊するものであるとはいえない。 

(ｵ) ⑤については、前記１(7)のとおり、原告は、被告に対し、被告による20 

本件仮処分事件の申立前から、円満な話合いによる解決を希望する旨を

申し入れ、その後、本件仮処分事件を挟み、被告との間でキャラクター

ちぃたんの活動・使用条件等についてやり取りしたものの、協議がまと

まらず、本件本訴の提起に至ったものである。 

私人間の紛争について当事者同士による解決ができなかった場合に訴25 

えを提起することは、正当な権利の行使である上、上記の経緯も考慮す
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ると、原告が本件本訴を提起したことは、被告による許諾に係る合意の

解除を正当化する事情とはいえない。 

イ したがって、前記アの被告の主張を採用することはできず、信頼関係破

壊を理由として許諾に係る合意が解除されたと認めることはできない。 

９ 争点２－３（告知又は流布された事実が「虚偽」であるか）について 5 

前記５ないし８のとおり、被告は、原告に対し、キャラクターちぃたんが独

自に商業活動をすることについて黙示に許諾していたと認められるところ、当

該許諾について、錯誤無効、詐欺取消し及び合意の解除はいずれも成立しない。 

そうすると、原告の行為が被告の著作権を侵害し又は不正競争行為に該当す

るものであって、原告が被告の権利を侵害する活動を続けてそれを拡大しよう10 

としているとの法的な見解の表明については、指摘された権利侵害等が存在し

ないというべきであり、また、原告が、被告に無断で、キャラクターちぃたん

を制作し、これを使用してテレビ出演を始めとする各種の経済活動を行ってい

るとの事実は、客観的な真実に反するものというべきであるから、これらはい

ずれも不競法２条１項２１号所定の「虚偽の事実」に当たる。 15 

そして、本件被告行為が、いずれも「事実を告知し、又は流布する行為」に

当たることは、前記４で説示したとおりである。 

したがって、被告は、本件被告行為により、虚偽の事実である別紙営業誹謗

行為主張対比表の「裁判所の判断」「不競法２条１項２１号所定の「事実」」欄

記載の各事実を告知又は流布したと認められる。 20 

１０ 争点２－４（告知又は流布された事実が原告の「営業上の信用を害する」

ものであるか）について 

前記４(2)のとおり、フジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京宛書面送付行

為については、当該各会社における法務関係を担当する役職員が、本件定例会

見資料配布行為、本件定例会見スライド配布行為、本件定例会見発言行為、本25 

件報道機関宛書面送付行為及び本件コメント発出行為については、報道機関関
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係者及び一般市民が、それぞれ告知又は流布の相手方と考えられる。 

そして、これらの相手方の普通の注意と読み方を基準として判断すると、原

告の行為が被告の著作権を侵害し又は不正競争行為に該当するものであって、

原告が被告の権利を侵害する活動を続けてこれを拡大しようとしているとの法

的な見解の表明や、原告が、被告に無断で、キャラクターちぃたんを制作し、5 

これを使用してテレビ出演を始めとする各種の経済活動を行っているとの事実

が原告の営業上の信用を低下させるものに当たることは明らかである。 

１１ 争点５（被告の故意又は過失の有無）について 

本件において、原告と被告との間で、被告においてキャラクターちぃたんに

よる独自の商業活動を許諾したことを示す契約書等は作成されていないものの、10 

被告代表者及び被告の職員は、本件被告行為に当たり、原告の営業上の信用を

害しないよう、事実関係を調査した上、当該事実関係に沿った適切な表現を用

いるべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったものといわざるを得

ない。 

したがって、「公務員」である被告代表者及び被告の職員には少なくとも過失15 

があったものと認められる。 

１２ 争点６（原告の損害の有無及びその額）について 

(1) 原告の営業に係る損害について 

ア 逸失利益について 

(ｱ) Ｓ－ＰＡＲＫ案件について 20 

証拠（甲６３、１２７）によれば、原告は、フジテレビとの間で、同

社が放映するスポーツニュース番組「Ｓ－ＰＡＲＫ」内で、平成３１年

１月２７日から同年２月２４日までの間、「ちぃたん」の出演するＣＭを

５回放送し、同社が原告に対しＣＭ出演料として７０万円を支払うとの

合意をしていたこと、当該ＣＭは、同年１月９日に撮影が終了し、同月25 

２４日に納品、同月２７日に１回目の放送がそれぞれされたものの、そ
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の後のＣＭの放送が全て中止となったことが認められる。 

しかし、上記のとおり、フジテレビ宛書面送付行為がされる前までに、

当該ＣＭの撮影及び納品に加え、１回目の放送がされていたところ、そ

のような場合も含め、原告とフジテレビとの間で上記ＣＭ出演料の支払

条件がどのように定められていたのかについては、具体的な主張及び立5 

証がないことから、原告がフジテレビから当該ＣＭ出演料の支払を受け

ることが社会通念上不可能になっているとまでは認めることはできない。 

したがって、Ｓ－ＰＡＲＫ案件について原告に逸失利益が生じたと認

めることはできない。 

(ｲ) 太田胃にゃんとのコラボ企画について 10 

証拠（甲６４）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成３０年秋頃、

オートクチュール京都との間で、太田胃にゃんとキャラクターちぃたん

とが出演するＣＭを４本制作して、その頃から令和元年夏まで季節ごと

に当該ＣＭを放映し、オートクチュール京都が原告に対しキャラクター

ちぃたんの出演料として１本当たり２００万円（消費税別）を支払うこ15 

とを合意したものの、キャラクターちぃたんが参加する冬バージョンの

ＣＭ撮影が中止となり、これを含む３本のＣＭへのキャラクターちぃた

んの出演も全て取り止めとなったため、原告は、オートクチュール京都

から、３本分の出演料６００万円（消費税別）の支払を受けられなかっ

たことが認められる。 20 

まず、オートクチュール京都が作成した平成３１年２月６日付けメー

ルには、被告により同日付けで差止請求がされたことを踏まえて冬バー

ジョンのＣＭは太田胃にゃん単体で撮影する旨が記載されていたこと

（甲６４の３）からすれば、原告がオートクチュール京都から３本分の

出演料６００万円（消費税別）の支払を受けられなかったことは本件被25 

告行為に起因するものと認めるのが相当である。 
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そして、本件被告行為の前に秋バージョンのＣＭが撮影され、原告は

それに係る出演料の支払を受けていることが認められる（甲６４の２）

ものの、春・夏バージョンの内容は、流行等を考慮して平成３１年２月

頃に企画を想起するとされていた上、最後の夏バージョンのＣＭの納期

は令和元年６月末と約半年先とされており（甲６４の１）、本件全証拠に5 

よっても、残りの全ての撮影等が予定のとおりに行われるのが確実であ

ったとはいい難いことを考慮すると、太田胃にゃんとのコラボ企画につ

いて、本件被告行為と相当因果関係のある原告の逸失利益は、原告が主

張する５９３万１９２４円の７０パーセントに相当する４１５万２３４

７円（１円未満四捨五入）と認められる。 10 

(ｳ) ドン・キホーテ向け販売商品企画について 

証拠（甲６５、９９）によれば、原告は、平成３０年１月１日、ブラ

ンチアウトとの間で、ドン・キホーテにおいて販売する予定の衣類関係

の商品について商品化許諾契約を締結し、当該契約に基づき、平成３１

年４月から、Ｔシャツ７点を販売する予定であったこと、商品化許諾の15 

ロイヤリティは、商品の希望小売価格に製造予定枚数を乗じた金額の６

パーセント（消費税別）とされていたこと、平成２９年１２月２７日時

点で、希望小売価格は１枚当たり１７９０円、販売予定数量は合計６０

００枚、使用料の支払時期はブランチアウトが原告に許諾を求める商品

等を記載した申請書を提出した翌月末日限りとされていたことが、それ20 

ぞれ認められる。そして、原告とブランチアウトとの間を取り次いでい

た株式会社リヴァレー（以下「リヴァレー」という。）が作成した平成３

１年２月１４日付けのメールにおいて、原告と被告との間で和解が成立

する兆しがない状況で商品展開をすることは難しいとの趣旨の記載がさ

れていたことが認められる（甲６５の１０）。 25 

しかし、他方で、原告代表者が作成した陳述書（甲１２７）には、ド
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ン・キホーテから、被告と和解ができていない限り商品展開をしないと

の回答があった上、生産が進んでいる生地に係る損害賠償を請求したい

との申入れがあったものの、本件仮処分事件において原告の主張が認め

られたことを受けて、当該損害賠償請求を留保してもらっているとの記

載がある。この記載からすると、本件訴訟の帰趨如何によっては、上記5 

Ｔシャツの商品化が実現する可能性を否定できないから、同Ｔシャツに

の商品化が社会通念上不可能になっていると認めることはできない。 

したがって、ドン・キホーテ向け販売商品企画について、原告に逸失

利益が生じたと認めることはできない。 

(ｴ) しまむら向け販売商品企画について 10 

証拠（甲６５の５の１ないし６５の１０）によれば、原告は、ブラン

チアウトとの間で、しまむらにおいて平成３１年５月から販売する予定

の衣類関係の商品について、商品化許諾に向けた交渉を行い、同年１月

７日時点で、商品のデザイン案が出来上がり、同月３１日時点で、その

ロイヤリティに関し、「ボクサーパンツ」、「ステテコ」、「パジャマ」及び15 

「キッズ商品」については５パーセント（消費税別）、「靴下」及び「寝

具／インテリア」については６パーセント（消費税別）とする方向で協

議が行われていたこと、上記商品についての販売計画書において、ロイ

ヤリティが合計６７３万１０５５円とされていたことが認められる。 

そして、原告とブランチアウトとを取り次いでいたリヴァレーが作成20 

した同年２月７日付けのメールにおいて、しまむらのバイヤーから、原

告が著作権を侵害しているとして被告代表者が活動停止を求めたとの報

道を見たので生産を止めてほしいとの連絡があったとの趣旨の記載がさ

れていたこと（甲６５の１０）からすると、上記の商品化に至らなかっ

たのは、本件被告行為に起因するものと認められる。 25 

しかし、原告がブランチアウトとの間で上記の商品について商品化許
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諾契約を締結したと認めるに足りる客観的な証拠はない。そして、同年

１月３１日時点で、「靴下」及び「寝具／インテリア」に関し、ブランチ

アウトからライセンス料率を６パーセントとすることで承諾が得られた

ものの、原告が商品化を許諾するか否かについてはいまだ検討中であっ

たとうかがわれること（甲６５の１０）を考慮すると、本件全証拠によ5 

っても、本件被告行為がなければ原告が上記ロイヤリティの支払を受け

られたとまでは認められないというべきである。 

したがって、しまむら向け販売商品企画について、原告に逸失利益が

生じたと認めることはできない。 

(ｵ) ゲーム「トリカゴ スクラップマーチ」とのコラボ企画について 10 

ａ 証拠（甲６７の３）によれば、原告は、平成３１年１月１２日、ク

ラフトワークとの間で、同社に対し、ＤｅＮＡが展開するゲーム「ト

リカゴ スクラップマーチ」内で装備可能な防具にキャラクターちぃた

んのデザイン等を使用することを許諾するとともに、そのロイヤリテ

ィを１１５万円（知的財産使用料として１００万円、告知のための２15 

次使用料として１５万円。いずれも消費税別）とした上、２次使用の

内容については、①生放送での発表、②宣伝材料写真を使った記事、

告知バナーなどによる広告、拡散、③配布アイテムのデザイン完成後、

ウェブサイトに掲載し、アイテムの画像を使ったバナーなどによる拡

散を予定するとして合意したことが認められる。 20 

また、証拠（甲６７の２、６７の４、１２７）によれば、同月２１

日、ゲーム「トリカゴ スクラップマーチ」をＰＲする生番組にキャ

ラクターちぃたんが出演して、上記コラボ企画が発表されたものの、

クラフトワークから、同年２月１９日、同月６日の被告代表者の記者

会見を見たとして、当該コラボ企画の中止と原告が送付した当該コラ25 

ボ企画に関する請求書を破棄する旨が通知されたことが認められる。 
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     ｂ 上記ロイヤリティのうち、知的財産使用料１００万円についてみる

と、ゲーム中で装備可能な防具にキャラクターちぃたんのデザインを

使用することについての対価であったと解されるところ、証拠（甲６

７の１）及び弁論の全趣旨によれば、ゲーム中でそのような防具等が

利用可能となる前に当該企画が中止されたと認められるから、原告が5 

当該知的財産使用料の支払を受けることは、社会通念上不可能になっ

たものといえる。 

他方で、２次使用料１５万円についてみると、前記ａの当該２次使

用に係る合意の内容に照らせば、当該２次使用料には、生放送での発

表、宣伝材料写真を使った記事及び告知バナーなどによる広告におけ10 

る使用に係る対価も含まれていたものと解される。しかし、前記ａの

とおり、平成３１年１月２１日に、ゲーム「トリカゴ スクラップマ

ーチ」をＰＲする生番組が放送されるとともに、同年２月２６日まで、

コラボ告知記事等の掲載が継続されていたと認められる（甲６７の４）

ところ、そのような場合も含め、原告とクラフトワークとの間で上記15 

ロイヤリティの支払条件がどのように定められていたのかについては、

具体的な主張及び立証がないことから、原告がクラフトワークから当

該２次使用料の支払を受けることが社会通念上不可能になったと認め

ることはできない。 

ｃ 弁論の全趣旨によれば、原告の従業員が監修担当者としてこの企画20 

に関与していたことが認められるものの、原告は、通常、当該従業員

に当該企画と関係なく給与等を支払っていると考えられるのに対し、

当該企画のために特別に時間外労働に係る賃金や手当を支払ったと認

めるに足りる証拠はなく、本件全証拠によっても、この点についての

逸失利益の算定に当たり、他に控除すべき費用があると認めることも25 

できない。 
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ｄ 以上によれば、ゲーム「トリカゴ スクラップマーチ」とのコラボ

企画について、本件被告行為と相当因果関係のある原告の逸失利益は

１００万円と認められる。 

(ｶ) ＫＡＤＯＫＡＷＡとのムック本企画について 

証拠（甲６８、１２７）によれば、原告は、ＫＡＤＯＫＡＷＡとの間5 

で、平成３１年２月２１日販売予定の「まるごとちぃたん☆ブック」と

題するムック本の制作準備を進めており、当該ムック本のデザインが概

ね確定し、対外的に発売予告がされていたこと、同年１月１０日には、

当該ムック本に使用する写真の撮影が行われたこと、同年２月６日時点

で、原告とＫＡＤＯＫＡＷＡとの間で使用許諾契約書案についての具体10 

的な協議がされていたこと、当該契約書案において、ＫＡＤＯＫＡＷＡ

が原告に支払う著作権使用料を、１万５０００部までにつき、出版物の

定価×７．５パーセント×決定部数、１万５００１部以降につき、出版

物の定価×１０パーセント×決定部数により算定する旨が記載されてい

たことが認められるから、本件被告行為がなければ、上記ムック本が予15 

定通りに発売されていた可能性は高かったといえる。 

しかし、本件全証拠によっても、本件被告行為がされた時点において、

原告とＫＡＤＯＫＡＷＡとの間で、上記のムック本に係る使用許諾契約

書契約が締結されるに至っていたとも、上記著作権使用料算定の基礎と

なる部数が確定していたとも認めることはできないから、上記認定に係20 

る各事情を考慮しても、本件被告行為がなければ、原告が主張する上記

著作権使用料の支払を受けられたと認めることはできない。 

そうすると、ＫＡＤＯＫＡＷＡとのムック本企画について、原告に逸

失利益が生じたと認めることはできない。 

イ 放送が不可能となったアニメの制作費用について 25 

証拠（甲６６、１００）によれば、テレビ東京の子供向けバラエティ番
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組「きんだーてれび」において、平成３１年４月３日から、「ちぃたん」を

キャラクターとするショートアニメ「妖精ちぃたん☆」（各話約１分３０秒、

全１３話）の放送が予定され（テレビアニメ企画）、原告は、平成３０年１

０月２５日、インフィニティビジョンに対し、妖精ちぃたん☆製作委員会

の代表幹事会社として、委託費１６００万円（消費税別）で当該アニメの5 

制作を委託し、当該契約に基づき、同年１２月２６日に８６４万円（消費

税込み）、平成３１年２月１８日に８６４万円（消費税込み）をそれぞれ支

払ったものの、テレビ東京宛書面送付行為を受けて、その放送が中止され

たことが認められる。 

この点に関し、原告は、上記アニメは、１話が１分３０秒と短いことか10 

ら、他に転用することが困難で、制作の目的を達成することが不可能とな

ったと主張するが、当該アニメについて、他の媒体における使用も含め、

転用が一切不可能となったことを認めるに足りる証拠はない。 

また、原告は、上記制作委託費と同額の価値を有する原告の財産権が完

全に失われたに等しいものであるとも主張するが、上記アニメの財産的価15 

値が毀損していると認めるに足りる証拠はない。 

そうすると、放送が不可能となったアニメに関し、原告に上記アニメ制

作費相当額の損害が生じたと認めることはできない。 

ウ まとめ 

以上によれば、本件被告行為によって原告に生じた営業に係る損害は、20 

合計５１５万２３４７円と認められる。 

(2) 無形損害について 

前提事実(5)イのとおり、被告による営業誹謗行為は、定例記者会見におけ

る資料の配布や発言、報道機関宛への書面及びコメントの発出との態様で、

原告の行為が被告の著作権を侵害し、又は、不正競争行為に該当するとの法25 

的な見解の表明等をしたものであるから、この被告の行為により、原告の営
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業上の信用が毀損されたと認められる。 

そして、被告の上記行為は、普通地方公共団体の代表者である市長の記者

会見や書面及びコメントの発出という態様で、報道機関ひいては一般市民に

向けてされたものであって、原告の行為が被告の著作権を侵害し、又は、不

正競争行為に該当するとの法的な見解が複数の報道機関で報じられたこと、5 

前記(1)において説示したとおり、本件被告行為により、原告に逸失利益が生

じたとまでは認められないものも含め、キャラクターちぃたんに関連する複

数の企画が中止となったことからすると、原告は、キャラクターちぃたんに

関連する複数の取引の機会を多数失った可能性が高いことといった事情を考

慮すると、被告の営業誹謗行為によって原告の営業上の信用が毀損されたこ10 

とによる損害額は、２００万円と認めるのが相当である。 

(3) 弁護士費用について 

被告による営業誹謗行為と相当因果関係のある弁護士費用は、７１万円と

認めるのが相当である。 

(4) まとめ 15 

以上によれば、被告による営業誹謗行為と相当因果関係のある損害は、７

８６万２３４７円と認められる（別紙原告損害整理表の「裁判所の判断」「損

害額（円）」欄参照）。 

１３ 争点１５（許諾に係る期間が満了したか）について 

前記８(1)のとおり、被告が、キャラクターちぃたんについて独自の商業活動20 

を黙示に許諾するに当たり、原告と被告との間で、ちぃたんオリジナル、ちぃ

たん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真の許諾に係る期間を明示又は黙示に合

意したと認めるに足りる証拠はない。 

したがって、その余の点について判断するまでもなく、許諾に係る期間が満

了したと認めることはできない。 25 

１４ 小括 
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(1) 本訴請求のまとめ 

原告は、フジテレビ宛書面送付行為と相当因果関係のある損害は、Ｓ－Ｐ

ＡＲＫ案件に係る損害であると主張しているところ、前記１２(1)ア(ｱ)のと

おり、原告にこの点について逸失利益が生じたと認めることはできないから、

フジテレビ宛書面送付行為が正当な権利行使として違法性が阻却されるか否5 

かにかかわらず、当該行為を理由とする原告の請求は理由がない。 

同様に、原告は、テレビ東京宛書面送付行為と相当因果関係のある損害は、

テレビアニメ企画に係る損害であると主張しているところ、前記１２(1)イの

とおり、原告にこの点について上記アニメ制作費相当額の損害が生じたと認

めることはできないから、テレビ東京書面送付行為が正当な権利行使として10 

違法性が阻却されるか否かにかかわらず、当該行為を理由とする原告の請求

は理由がない。 

他方で、フジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京書面送付行為を除く本

件被告行為により、原告に７８６万２３４７円の損害が生じたと認められる

から、原告は、被告に対し、国賠法１条１項に基づき、不競法２条１項２１15 

号所定の営業誹謗行為を理由として、同額及びこれに対する令和３年８月２

０日（不正競争行為後の日）から支払済みまでの平成２９年法律第４４号に

よる改正前の民法所定の年５分（不正競争行為時に適用される法定利率）の

割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 

(2) 反訴請求のまとめ 20 

前記５ないし８及び１３のとおり、被告は、原告に対し、キャラクターち

ぃたんが独自に商業活動をすることについて黙示に許諾していたと認められ

るところ、当該許諾について、錯誤無効、詐欺取消し及び合意の解除はいず

れも成立せず、許諾に係る期間が満了したともいえない。 

したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告の反訴請求は25 

いずれも理由がない。 
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第４ 結論 

よって、原告の請求は、国賠法１条１項に基づき主文第１項記載の支払を求

める限度で理由があるから、これを一部認容し、その余は理由がないからいず

れも棄却し、被告の反訴請求は理由がないから、これをいずれも棄却すること

として、主文のとおり判決する。 5 

東京地方裁判所民事第２９部 
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